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1. 調査の背景・目的 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、徹底した省エネを進めるとともに、非化

石エネルギーの導入拡大に向けた対策を強化していくことが必要である。これらを踏まえ、

令和 3 年 10 月に策定された第 6 次エネルギー基本計画においては、2030 年度に 6,200 万 

kl（原油換算）の省エネルギーを達成するとして目標が上積みされたところである。徹底

した省エネを実現するため、産業・業務部門に関してはベンチマーク制度の流通・サービ

ス業への拡大や中小企業に対する支援強化、家庭部門については住宅等のゼロ・エネルギ

ー化、運輸部門については次世代自動車の普及等を重要施策として掲げている。 

ベンチマーク制度は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断

の基準（平成 21 年経済産業省告示第 66 号。以下「工場等判断基準」という。）において規

定されている業種・分野別の省エネ目標であり、平成 21 年に産業部門に導入され、平成

28 年度には業務部門（流通・サービス業）へ拡大された。さらに、2050 年カーボンニュ

ートラルという新たな目標に向けては徹底した省エネの重要性が高まっており、令和 4 年

度から圧縮ガス・液化ガス製造業及びデータセンター業についてベンチマーク制度の対象

としたところであるが、引き続きベンチマーク制度の対象拡大を含めた取組強化の検討が

必要である。  

上記を踏まえ本事業では、「2.1 ベンチマーク制度の効果等の分析」において、「2.1.1 ベ

ンチマーク制度の現状の把握」でベンチマーク制度の効果等を分析した上で、「2.1.2 ベン

チマーク制度のあるべき姿の検討」において、ベンチマーク制度をより強化できないか、

ベンチマーク制度を他の制度と連携できないかを検討する。そして「2.1.3 ヒアリング調

査」においてデータ上からは把握できないベンチマーク制度の課題や活用状況を把握す

る。また、令和４年度の調査事業（令和４年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調

査等事業（産業・業務部門における更なる省エネの促進に向けた省エネ法関連制度に関す

る調査））に引き続き、「2.2 産業・業務部門ベンチマーク制度の対象業種・分野の点検」

では産業・業務部門のベンチマーク制度について、業種・分野別の実態を反映したものと

なるよう、指標及び目標値の見直しに向けた検討を行う。「2.3 産業・業務部門ベンチマー

ク制度の対象業種・分野の拡大」ではベンチマーク制度の対象業種・分野の拡大に向け

て、エネルギー多消費業種・分野のエネルギー消費実態等に関する調査・分析を実施す

る。 
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図表 1-1 調査事業の全体方針 

 

（出所）NRI 作成 
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2. 調査内容 

2.1. ベンチマーク制度の効果等の分析 

ベンチマーク制度は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断

の基準（平成 21 年経済産業省告示第 66 号。以下「工場等判断基準」という。）において規

定されている業種・分野別の省エネ目標であり、平成 21 年に産業部門に導入され、平成

28 年度には業務部門（流通・サービス業）へ拡大された。さらに、令和 4 年度から圧縮ガ

ス・液化ガス製造業及びデータセンター業をベンチマーク制度の対象としたところで、令

和 4 年 4 月 1 日施行時点では 17 業種 23 分野が対象となっている。（図表 2-1） 

ベンチマーク制度は対象業種を徐々に拡大し産業・業務部門のエネルギー使用量の 66％

（図表 2-2）をカバーするに至っている一方で、ベンチマーク制度が 2030 年及び 2050 年

の省エネ政策目標において本当に必要な役割を果たしているのか、これまで定性的・定量

的に振り返りを行っていなかった。 

そこで本章では、過去に特定事業者等から提出された省エネ法定期報告書等のデータを

もとに、ベンチマーク対象の各業種のベンチマーク指標の推移や、ベンチマーク対象の各

事業者のベンチマーク指標の推移及びベンチマーク対象化前後のエネルギー消費原単位の

比較等により、ベンチマーク制度対象化による省エネ等の効果の分析を行う。また、分析

結果をもとに、ベンチマーク対象業種の業界団体及び事業者に対してヒアリングを実施し、

ベンチマーク制度の活用事例等について調査する。分析等を踏まえ、ベンチマーク制度の

課題等を把握し、ベンチマーク制度の改善に向けた提言を行う。 
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図表 2-1 ベンチマーク制度対象業種 

（出所）資源エネルギー庁より受領した資料をもとに作成 
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図表 2-2 ベンチマーク制度対象業種のエネルギー使用量カバー率 

 

（出所）資源エネルギー庁より受領した資料をもとに作成 

 

2.1.1. ベンチマーク制度の現状の把握 

本項では、過去に特定事業者等から提出された 2009 年から 2020 年報告の省エネ法定期

報告書データ等をもとに、「ベンチマーク制度が 2030 年及び 2050 年の省エネ政策目標に

おいて本当に必要な役割を果たしているのか」という命題について、下記の２点の観点を

もとに評価を行う。 

⑴ ベンチマーク目標の達成率は上昇しているか 

⑵ ベンチマーク制度対象化は省エネの推進に寄与しているか 

 

1） ベンチマーク目標の達成率は上昇しているか 

 2009 年から 2020 年報告の省エネ法定期報告書データ等をもとに、各業種におけるベン

チマーク目標の達成率の推移を表した。（図表 2-3） 

 産業部門においては、高炉製鉄業のように報告対象事業者数自体が少ない業種において

目指すべき水準の達成率が 0％の事例や、コロナ禍の影響により 2020 年に達成率が大きく

下降している業種もあるが、概ね達成率は上昇傾向にあるといえる。また、業務部門は平

成 28 年度に対象化されたため産業部門と比べてデータ数自体が少ないが、順調に達成率を

伸ばしているといえる。 
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図表 2-3 ベンチマーク目標達成率の推移 
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（出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度省エネ法定期報告書（非公表）より、NRI 作

成 

※赤線は目指すべき水準の見直し、青線は指標の見直しを表している。 

 

2） ベンチマーク制度対象化は省エネの推進に寄与しているか 

「ベンチマーク制度対象化は省エネの推進に寄与しているか」という観点は、ベンチマ

ーク制度対象化前後の原単位改善率の変化を見ることで、ベンチマーク対象化前後の省エ

ネ効果を表す。なお、分析対象は、ベンチマーク制度対象年度から前後数年経過している

業種を対象とする。（図表 2-4）簡易分析に足るデータが取得できない産業部門は代替案に

よって分析を行い、令和４年度にベンチマーク制度対象化された２業種（データセンター

業及び圧縮ガス・液化ガス製造業）は、ベンチマーク制度の効果を正しく捉えることがで

きないため、分析対象外とする。 
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図表 2-4 分析対象の業種 

 

（出所）公開情報より NRI 作成 

※(2A)電力供給業と(2B)石炭火力電力供給業を合わせて「(2)電力供給業」と表している。

なお、(2B)石炭火力電力供給業は令和 4 年度よりベンチマーク制度対象となったため、分

析対象外としている。 

 

I. 産業部門 

産業部門については、省エネ法定期報告書のデータ量が不足しており、ベンチマーク制

度導入前後での変化を見ることが困難である。そのため、他の統計資料を用いて導入前後

の比較を見ることとした。具体的には、経済産業省「石油等消費動態統計年報」（平成 18

年度以降）、資源エネルギー庁「エネルギー消費統計」（平成 18 年度以降）を用いて、ベン

チマーク制度対象化前後のエネルギー使用量の変化による比較を行う。なお、業務部門と

は異なり、事業者別のデータを取得できないため、業全体としての傾向分析のみ実施する

点に留意が必要である。 
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図表 2-5 省エネ法定期報告の代わりに用いるデータソース 

 

（出所）公開情報より NRI 作成 

 

産業部門については、経済産業省「石油等消費動態統計年報」（平成 18 年度以降）で概

ね網羅されているため、基本的には当該統計資料を用いた。ただし、電力供給業について

はカバーしきれていなかったため、資源エネルギー庁「エネルギー消費統計」（平成 18 年

度以降）を補完的に用いた。IEEJ「エネルギー・経済統計要覧」は、データ上の不確かさ

が大きい場合の補完的資料として用いることを想定している。 

 

図表 2-6 業種別対応表 

 

（出所）公開情報より NRI 作成 

 

項目を精緻に 1 対 1 対応させることが困難であるため、各業種最も近しいと考えられる

項目を選定した。 
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図表 2-7 石油等消費動態統計年報のデータ項目（一部） 

 

（出所）公開情報より NRI 作成 

 

 産業部門におけるベンチマーク制度前後 3 年の平均エネルギー消費量の変化は図表 2-8

の通りである。多くの業種において、制度導入前後でエネルギー消費量の微減が見られた。

なお、各業種の詳細なデータについては参考資料「3.1.1 産業部門定期報告書分析結果」を

参照されたい。 

 

図表 2-8 産業部門におけるベンチマーク制度対象化前後のエネルギー消費量の変化 

 

（出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度省エネ法定期報告書（非公表）より、NRI 作

成 
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II. 業務部門 

 業務部門については、ベンチマーク制度対象前後のデータが取れる業種に絞り分析を行

った。なお、対象業種は下記の９業種である。 

  (7)コンビニエンスストア業 

  (8)ホテル業 

  (9)百貨店業 

  (10)食料品スーパー業 

  (11)ショッピングセンター業 

  (12)貸事務所業 

  (13)大学 

  (14)パチンコホール業 

  (15)国家公務 

 

 「ベンチマーク制度対象化は省エネの推進に寄与しているか」という点について明らか

にするにあたり次の２つの分析を行う。 

⚫ 分析①：業種別原単位改善率の推移 

➢ 分析対象データ：全事業者の 2010～2020 年度の原単位改善率 

➢ 分析方法：各業種における全事業者の原単位改善率の平均を算出し、ベンチマ

ーク制度導入前後で省エネを促進する効果の有無を確認する。 

⚫ 分析②：事業者別原単位改善率の推移 

➢ 分析対象データ：2009～2020 年度のエネルギー使用量の平均値の上位 10 社を

分析対象とする。なお、10 社の累積エネルギー使用量カバー率が 50％を満たな

い場合、50％になるまで分析対象を追加する。 

➢ 分析方法：エネルギー使用量の 2009～2020 年度平均上位 10 社の原単位改善率

の推移をグラフにプロットし、 ベンチマーク制度導入前後で顕著に省エネが促

進された事業者のあぶり出しを行う。 

 

分析にあたりデータの整理は図表 2-9 の通り行った。 
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図表 2-9 データの整理方法 

 

（出所）NRI 作成 

 

また、報告値が他事業者と比較して明らかに大きい又は小さい場合、図表 2-10 の手順で

「外れ値」として処理し、分析対象から除外している。 

 

図表 2-10 外れ値の選定ロジック 

 

（出所）NRI 作成 

 

なお、分析対象業種における外れ値データ数と、外れ値を含む事業者数については図表 

2-11 の通りまとめている。 
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図表 2-11 外れ値として除外したデータ 

 

（出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度省エネ法定期報告書（非公表）より、NRI 作

成 

 

 分析の結果、分析①：業種別原単位改善率の推移は図表 2-12 の通りとなった。大学・パ

チンコホール業、および国家公務を除いてベンチマーク制度対象前後の３年間平均の原単

位改善率が上昇していることが明らかとなった。なお、詳細な分析結果については参考資

料「3.1.2 業務部門定期報告書分析結果」を参照されたい。 
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図表 2-12 業種別原単位改善率の推移 

 

 

 

（出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度省エネ法定期報告書（非公表）より、NRI 作

成 

（※１）大学・パチンコホール業・国家公務はデータ取得の都合上対象後 2 年間の平均原

単位改善率を用いている。 
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3） 省エネ法定期報告書分析結果のまとめ 

本項では、過去に特定事業者等から提出された 2009 年から 2020 年報告の省エネ法定期

報告書等のデータをもとに、「ベンチマーク制度が 2030 年及び 2050 年の省エネ政策目標

において本当に必要な役割を果たしているのか」という命題について、下記の２点の観点

をもとに評価を行った。 

 

⑴ ベンチマーク目標の達成率は上昇しているか 

⑵ ベンチマーク制度対象化は省エネの推進に寄与しているか 

 

結果として、「⑴ベンチマーク目標の達成率は上昇しているか」という観点については

多くの業種において目指すべき水準の達成率は上昇傾向にある。また、「⑵ベンチマーク

制度対象化は省エネの推進に寄与しているか」という観点については、産業部門について

は電力供給業を除き、半数の業種においてはエネルギー消費量の削減が見られ、残りの業

種においても 2％以内の増加にとどまるといったポジティブな結果が得られた。業務部門

において大学・パチンコホール業・国家公務を除きベンチマーク制度導入前後で原単位改

善率が上昇した。 

原単位改善率やエネルギー消費量の変化は経済的要因や気温要因など外部要因によって

も左右されるため、一概にベンチマーク制度が導入されたことに起因する省エネ推進とは

データ上では結論し難い点については留意が必要であるが、目指すべき水準の達成率が

年々上昇していることからも、一定ベンチマーク制度は省エネ推進の効果があると結論づ

けられる。 

 

2.1.2. ベンチマーク制度のあるべき姿の検討 

 前章の省エネ法定期報告書の分析結果からは「ベンチマーク制度が 2030 年及び 2050 年

の省エネ政策目標において本当に必要な役割を果たしているのか」という命題について、

省エネ効果という観点からは一定成果を上げている結果が得られた。 

 また、ベンチマーク制度は遵守率の高さやエネルギー消費量的にカバーしている範囲が

広いことからも、有意義な制度として評価することができる。 

 遵守率の高さについては、ベンチマーク指標の報告が必要と考えられるが実際には報告

がなかった（特定第 6 表を途中まで記載しているにも関わらずベンチマーク指標の報告が

ない、かつ主たる事業がベンチマーク制度の対象業種であり全体のエネルギー使用量が

1,500kL を超えている）事業者の数の少なさによって見ることが出来る。該当する事業者

は 10 社存在し、そのうち、1 社は当該事業で 1,500kL を超えていないため対象外であり、

2 社は数値の桁が大幅に違うことから誤って報告していると考えられる。従って、報告す

べきであるにもかかわらず報告していないと考えられる事業者は省エネ法定期報告データ
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上 7 社と推計できる。報告者母数に鑑みると非常に少ない値であり、遵守率は高いといえ

る。 

 また、エネルギー的にカバーしている範囲が広い点については、前述の通りベンチマー

ク制度が産業・業務部門のエネルギー使用量の 66％をカバーしていることから判断できる。

さらに、カバーできていない多消費産業は 410 業種（ベンチマーク制度対象外の事業者の

うち、合計で 10,000kL 以上使用している事業の主たる事業をカウント）程度存在するもの

の、毎年検討を着実に進めていることからも、今後もベンチマーク制度のエネルギーカバ

ー率の伸びが期待される。（図表 2-13） 

 

図表 2-13  ベンチマーク制度対象外の業種の事業者のうち、合計で 10,000kL 以上使用している主

たる事業の内訳 

 

（出所）令和４年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

※特に件数の多い（20 件以上カウントされた）事業を抽出している。 

 

「2.1.1 ベンチマーク制度の現状の把握」においてベンチマーク制度は一定省エネ推進の

効果があると結論づけられたこと、制度の遵守率の高さやエネルギー消費量的にカバーし

ている範囲が広いことから、ベンチマーク制度はトータルでは有意義な制度として機能し

ているといえる。他方で、データ上からは把握できない課題（他制度（経団連のカーボン

ニュートラル行動計画等）との重複、報告者のインセンティブの不足等）については、別

途個別に確認と対応をする必要がある。 

省エネ法定期報告は国内で最大の実績値データベースであり、その中でもベンチマーク

制度は業界内で共通の横比較が可能な指標を提示している稀有な制度であることから、そ

のデータの活用ポテンシャルは非常に大きい。ベンチマーク制度のデータを活用して、よ

り効果的に省エネ政策を進められる可能性があるが、現状、他の政策等との連携は十分と

はいえる状況にない。以上より、データ上把握できないベンチマーク制度の課題や効用の

把握は業種別に「2.1.3 ヒアリング調査」において実施しつつ、より創造的に他の政策等と
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の連携可能性を見据えたベンチマーク制度の強化については海外の実績値報告制度の事例

調査をもとに本項において検討する。 

後者の検討については日本の省エネ法定期報告制度と同様に事業者単位でエネルギー実

績値を毎年報告している海外制度と比較することも重要であるが、特にエネルギー消費量

の改善余地があると思われる既存建築物への省エネ、すなわち建物単位でエネルギー実績

値を毎年報告している海外制度についても併せて調査を行う。なお、既存建築物について

着目する理由として、次の 3 点が挙げられる。 

⑴「第 6 次エネルギー基本計画」に、「2050 年に目指すべき住宅・建築物の姿として、

ストック平均で ZEH・ZEB 基準の水準の省エネ性能が確保されている」と記載されてお

り、ストック改修の必要性が高まっていること。 

⑵省エネポテンシャルの観点では産業部門よりも業務部門の方が、省エネ余地があると

推定されており（図表 2-14）、特にオフィス・テナント系の業種は省エネ余地が大きいと

考えられること。 

⑶イギリスでは、住宅・非住宅の双方の不動産に対し、英省エネ認証(EPC)でランク E

以上を取得することを義務化し、ランク F または G の不動産は 2018 年 4 月から新たな入

居者やテナントの募集を禁止している／中国では既存建築物の省エネ化など、都市部にお

けるグリーン・省エネ化の推進が重点プロジェクトとして位置づけられているなど、海外

においても既存建築物への省エネ機運が高まっていること。 

 

図表 2-14  既存建築物に注力して調査すべき理由（省エネポテンシャルの観点より） 

 

（出所）資源エネルギー庁『今後の省エネルギー政策』 

（ https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/037_01_00.p

df） 

 

 本年度の調査においては、図表 2-15 に示す通り、4 か国におけるエネルギー実績値報告

制度と、参考として東京都における建築物の設計値の報告制度の合計 5 事例を調査した。 
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 なお、各制度の詳細については、参考資料「3.1.3 国内外事例調査」を参照されたい。 

 

図表 2-15  国内外のエネルギー実績値報告制度の一覧 

 

（出所）各種公開情報より NRI 作成 
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 海外の実績値報告制度及び東京都の設計値報告制度の事例調査をもとに「観点１ 報告

者単位と対象の閾値」「観点２ 報告内容の粒度」「観点３ 報告と開示の関係性」「観点

４ 再生可能エネルギーの取り扱い」の４つの観点からベンチマーク制度の強化について

オプションを提示する。 

日本の省エネ法定期報告制度は事業者単位で実績値報告を詳細に行っているが、フラン

スの EET 制度やシンガポールの BCA 制度、東京都の建築物環境計画書制度のように、よ

り精緻な建物単位での実績値（東京都の場合は設計値）の報告を求める場合、建物の評価

方法に主眼を置き、事業者に報告のインセンティブを与える必要がある。他方、省エネを

促進するという観点では事業者単位であっても、オーストラリアの NGER 制度とセーフガ

ードメカニズムの関係のように報告値を炭素排出量取引制度に用いることが出来る制度や、

イギリスの SECR 制度のように実測値を自社の年次報告書などに開示することで投融資を

呼び込む間接的な便益を与えることが出来る制度であれば、事業者にインセンティブを与

えつつ省エネを促進することができると考えられる。 

報告対象の閾値や報告内容、再生可能エネルギーの取り扱い、報告内容の他制度連携な

どを鑑みながら、引き続きベンチマーク制度、ひいては省エネ法定期報告制度の強化につ

いて検討していくべきである。 

 

観点1 報告者単位と対象の閾値 
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観点2 報告内容の粒度 
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観点3 報告と開示の関係性 

 

観点4 再生可能エネルギーの取扱い 

 

（出所）観点１～４の資料は、公開情報より NRI が作成 

 

2.1.3. ヒアリング調査 

「2.1.1 ベンチマーク制度の現状の把握」及び「2.1.2 ベンチマーク制度のあるべき姿の

検討」において、ベンチマーク制度は一定省エネ推進の効果があること、制度の遵守率の

高さやエネルギー消費量的にカバーしている範囲が広いことから、ベンチマーク制度はト

ータルでは有意義な制度として機能していると省エネ法定期報告書のデータをもとに結論

づけられていた。他方、データ上からは把握できない課題（他制度（経団連のカーボンニ

ュートラル行動計画等）との重複、報告者のインセンティブの不足等）や上記考察の定性

的な裏付けについて把握を行うべく、ベンチマーク制度対象事業者及び業界団体にベンチ

マーク制度に関するヒアリングを行った。 
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◼ ヒアリング対象の絞り込み 

 ヒアリングの対象業種は直近の原単位改善率、ベンチマーク指標の動向を基に、図表 

2-16 の丸で囲われている６業種に絞る。 

 

図表 2-16 各業種におけるエネルギー消費量と原単位改善率の相関  

 

（出所）令和４年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

（凡例）オレンジ枠：原単位が改悪していると推察される／青枠：原単位が改善している

と推察される 

 

各業種のヒアリング対象事業者及び業界団体については、資源エネルギー庁省エネルギ

ー課と協議の上、ベンチマーク制度の目指すべき水準と原単位目標の達成状況をもとに 6

業種 27 事業者/業界団体に絞り込んだ。 

なお、本年度初報告が行われるデータセンター業及び圧縮ガス・液化ガス製造業につい

ては省エネ法定期報告書のデータ分析によって補足することができないことを踏まえ、別

途省エネル推進状況についてヒアリングで補足する必要がある。 

データセンター業については「2.3.1 データセンター業ベンチマーク制度・エネルギー使

用量の報告に関するフォローアップ」においてベンチマーク指標の達成状況や課題につい

て事業者にヒアリングを行っているため、本項では説明を省略する。 

 圧縮ガス液化ガス製造業については、エネルギー消費量が大きく、ベンチマーク目標を

達成している事業者と、同様にエネルギー消費量が大きく、かつベンチマーク目標を達成

していない事業者にヒアリングを行うこととした。 

 

◼ ヒアリング設計 

 ヒアリングではベンチマークの目指すべき水準（以下、「ベンチマーク目標」という。）
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の達成への意識や取組について聴取しつつ、ベンチマーク制度の活用事例や課題に感じて

いる点について調査する。 

図表 2-17 聴取目的及びヒアリング項目  

 

（出所）NRI 作成 

 

◼ ヒアリング結果 

ヒアリングは令和 5 年 9 月から令和 6 年 2 月にかけて行った。データセンター業を除い

た 7 業種 19 事業者/業界団体から得られた主な意見は次の通りであった。なお、言及があ

った場合のみ意見を抜き出しており、各社の省エネに対する取組や個社特有のベンチマー

ク目標の達成が難しい・不利になる事情、資源エネルギー庁に期待するアクションについ

ては各社多様な意見を頂戴したため省略している。 

 

①ベンチマーク制度の活用事例 

＜ベンチマーク目標達成に向けた意識＞ 

 ベンチマーク目標達成に向けて取り組んでいる。【電炉特殊鋼事業者 A/B、電炉特

殊鋼業界団体、洋紙製造業事業者 C、ソーダ工業事業者 F、貸事務所業業界団体】 

 特段ベンチマーク目標を意識している訳ではなく、カーボンニュートラルに向けて

エネルギー使用量を減らすという社内の取り組みが、ベンチマークへの取組みに沿

っている。【洋紙製造業事業者 D、洋紙製造業業界団体、ソーダ工業事業者 E、コン

ビニエンスストア業事業者 H】 

 ベンチマーク目標や原単位目標ではなく、自社内の目標や国際的な環境指標を重視

している。【コンビニエンスストア業事業者 G、貸事務所業事業者 K】 

 ベンチマーク目標よりも、原単位目標を優先している。【コンビニエンスストア業

業界団体、食料品スーパー業業界団体、貸事務所業事業者 J】 

 原単位年平均 1％改善が難しいためにベンチマーク制度に注目している。【ソーダ工
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業業界団体】 

 ベンチマーク制度の有無に限らず、従前から省エネに取り組んでいる。【圧縮ガ

ス・液化ガス製造業事業者 L/M】 

 

＜省エネ取組への動機＞ 

 省エネ補助金の加点要件や賦課金減免制度の認定要件に係るため。【電炉特殊鋼事

業者 A、洋紙製造業業界団体】 

 燃料や電気代高騰に対するコストダウンのため。【電炉特殊鋼事業者 A、洋紙製造業

事業者 C、コンビニエンスストア業業界団体、圧縮ガス・液化ガス製造業事業者

L】 

 国内外の外部認証の取得のため。【貸事務所業事業者 J/K】 

 

＜今後省エネが進むためのキーとなるファクター＞ 

 技術革新によりより効率的な機器が生み出されることを期待している。【ソーダ工

業業界団体、圧縮ガス・液化ガス製造業事業者 L】 

 高効率の機器は高価なため、導入コストが下がることを期待している。【コンビニ

エンスストア業業界団体、食料品スーパー業業界団体】 

 利用者・消費者による、省エネ機器を導入することへの費用負担や、省エネへの取

組への理解が深まるとよい。【貸事務所業事業者 J/K】 

 

＜ベンチマーク制度及び事業者クラス分け評価制度を活用して行った取組＞ 

 省エネ補助金の加点要件や賦課金減免制度の認定要件に活用した。【電炉特殊鋼事

業者 A、洋紙製造業時御者 C/D、ソーダ工業事業者 E/F、圧縮ガス・液化ガス製造

業事業者 M】 

 特に活用事例は無い。【コンビニエンスストア業事業者 G/H、食料品スーパー業事

業者 I、貸事務所業事業者 J/K、圧縮ガス・液化ガス製造業事業者 L】 

 

＜ベンチマーク制度の指標や事業者クラス分け制度の結果を対外的に公表するなど自主

的な取組＞ 

 事業者クラス分け評価制度の結果を将来的に公表する可能性はある。【電炉特殊鋼

事業者 A】 

 特に取り組みは無い、あるいはこれからも公表する予定は無い。【上記以外の全事

業者】 

 

＜ベンチマーク制度の指標や事業者クラス分け制度が投資・融資など便益につながった

事例＞ 

 投資家へのアピールにも直接的には繋がっていない。他方で機関投資家などによる
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投資先訪問でインタビューを受けた際にベンチマーク達成事業者である点に言及す

ると先方より好感をもって受け入れられる。【洋紙製造業事業者 C】 

 制度の知名度が低いため、公開したとしても得られる便益は限定的ではないか。

【コンビニエンスストア業事業者 G】 

 特に事例は無い。【上記以外の全事業者】 

 

②ベンチマーク制度の課題や改善の方向性 

＜報告業務における課題＞ 

 換算係数の計算が煩雑に感じる。【洋紙製造業事業者 C、圧縮ガス・液化ガス製造業

事業者 L】 

 バウンダリーが理解しづらい。【ソーダ工業事業者 F】 

 新たにベンチマーク制度対象化になったことで、作業量が増えた。【圧縮ガス・液

化ガス製造業事業者 M】 

 テナントのエネルギー使用量の算出が煩雑である。【貸事務所業事業者 J/K、貸事務

所業業界団体】 

 ベンチマーク指標の報告において特に問題は感じていない。【電炉特殊鋼事業者

A/B、洋紙製造業事業者 D、ソーダ工業事業者 E、コンビニエンスストア業事業者

H】 

 

＜ベンチマーク指標・目標値における課題＞ 

 目指すべき水準が高いと感じている。【電炉特殊鋼事業者 B、ソーダ工業事業者 E、

コンビニエンスストア業事業者 H、食料品スーパー業事業者 I、貸事務所業事業者

J/K、貸事務所業業界団体、圧縮ガス・液化ガス製造業事業者 M】 

 ベンチマーク指標において非化石エネルギーを考慮されると達成が相当難しいと認

識している。仮に非化石エネルギーをベンチマーク指標において考慮した場合、各

社の実績はばらつくと想定される。【電炉特殊鋼事業者 A】 

 洋紙製造業の場合、紙の厚さを薄くする薄物化がトレンドだが、現行のベンチマー

ク指標の単位が重量であるため、薄物化が進むとベンチマーク指標が悪化する懸念

がある。【洋紙製造業事業者 C】 

 製紙業の場合、指標のバラつきが顕著であり一番良いと悪いところで差が 3 倍、4

倍、5 倍の違いがある。上位 10、20％に属している事業者であれば、S ランクに向

けて頑張ろうと思うだろうが、目標達成がどうしても困難な事業者もいる。【洋紙

製造業業界団体】 

 ベンチマーク指標として、水素などの非化石エネルギーの取り扱いは大きな影響が

あると感じている。【ソーダ工業事業者 F】 

 ベンチマーク指標の母数は「売上高」であるが、様々な要素で変わりうる数字のた

め、生産数量として適切ではないのではないか。【コンビニエンスストア業事業者
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H】 

 

＜上記課題に対する改善策＞ 

 各社固有の事情が電炉特殊鋼では多いため、業界共通の目標ではなく、1%改善の

努力目標のような、特定の期間における推移を評価することにより、不公平感を低

減させられるのではないか。【電炉特殊鋼事業者 A】 

 現状のような減産傾向の場合、原単位の改善は困難であるため、本来の目的である

エネルギー使用量の削減を的確に反映する指標として、例えば、エネルギーの対前

年実績削減量（TJ/年）やエネルギーの対前年実績削減率（％）を省エネ指標とし

て検討してはどうか。【洋紙製造業事業者 C】 

 外販水素をベンチマーク指標の計算から控除することにより、目標達成を目指せる

と感じている。水素を控除するにあたっては、例えば、外販水素をスチーム発電に

使用したとみなす方法や、単純に外販水素に発熱量を乗じる方法などが考えられ

る。【ソーダ工業事業者 F】 

 延べ床面積×営業時間を生産数量とすることで、外的要因を排除できるだろう。

【コンビニエンスストア業事業者 H】 

 

＜ベンチマーク制度のインセンティブ設計＞ 

 ベンチマーク制度で S 評価が取得できている場合、温対法に関する報告が簡略化で

きる等の措置があると良いのではないか。【コンビニエンスストア業事業者 G】 

 貸事務所業では、需要家であるテナントから再エネ・省エネの要望があると動かざ

るをえないため、需要家側にインセンティブを与える仕組みがあると良いのではな

いか。【貸事務所業事業者 J】 

 達成した際の税制優遇等のインセンティブがあると良いのではないか。【貸事務所

業事業者 K】 

 

＜過去のベンチマーク指標の見直しによる影響＞ 

 令和２年度に電炉特殊鋼のベンチマーク指標は上工程と下工程両方で補正された

が、さらなる補正がないと達成は難しいと感じている。製品プロセスが事業者間で

様々に異なる中で共通目標を目指すことは難しいのではないか。【電炉特殊鋼事業

者 B】 

 直近で指標を見直したことにより指標のバラツキはわずかに小さくなったが、目標

達成に近づいた実感はない。【電炉特殊鋼業界団体】 

 ベンチマーク指標の見直し後は、目指すべき水準が現実的な水準と認識することが

できた。【洋紙製造業事業者 C、洋紙製造業業界団体】 

 目標値の引き上げにより、達成が難しくなったと感じる。【ソーダ工業事業者 E】 

 指標変更により指標算出の作業負荷の軽減につながったと感じる。【貸事務所業事
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ベンチマーク目標や原単位目標の達成は、特に産業部門において省エネ補助金の加点要

件や賦課金減免制度の認定要件になるため、原単位目標の達成が難しい事業者においてベ

ンチマーク目標の達成を目指す動機に働いている。他方で、業務部門においては省エネ余

地の大きさから、まずは原単位目標の達成を目指している事業者が多く見られた。また、

ベンチマーク制度に限らず、カーボンニュートラル目標を見据えて行っている取組が結果

としてベンチマーク目標達成に寄与している事例も見られた。 

ベンチマーク制度の活用事例としては、省エネ補助金や賦課金減免制度への申請に用い

る他、自社の HP での公開含め事例はほとんど見られなかった。また、ベンチマーク目標

達成による間接的な便益の事例もほとんど見られなかったことから、「2.1.2 ベンチマーク

制度のあるべき姿の検討」で議論した通り、引き続きベンチマーク制度の強化については

検討が必要である。 

ベンチマーク制度は現状細かい点で課題（指標や水準の妥当性、報告の煩雑さ等）はあ

るものの、指標そのものの変更に対する強い要望等は見られなかった。引き続き毎年の省

エネ法定期報告の結果を点検し、事業者の意見を聴取しながら適宜見直しを通じて更に改

善を図る方針で問題ないと考えられる。本年度のヒアリング調査では複数の事業者から目

指すべき水準の高さについて指摘を受けたが、ベンチマーク制度の目指すべき水準は「国

内事業者の分布において、上位 1～2 割となる事業者が満たす水準」と方針が定められてい

るため、達成難易度が高いことは前提として認識する必要がある。他方、達成率の上昇に

伴い目指すべき水準が繰り上がった際に、目標達成から遠ざかる事業者のフォローアップ

については公平性の担保及び省エネ推進へのモチベーションの維持の観点からベンチマー

ク制度に限らず広く検討が必要である。 

  

業者 J/K、貸事務所業業界団体】 
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0.110 と小さいものの、目指すべき水準の達成率は 46.9％と上位 1～2 割の水準を大幅に上

回る水準であった。 

 

図表 2-19 石炭火力電力供給業のベンチマーク指標の状況 

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

 

2.2.2. データセンター業のベンチマーク制度の点検 

令和 4 年 4 月よりデータセンター業がベンチマーク制度の対象業種として加わり、令和

5 年度提出の省エネ法定期報告書においてベンチマーク指標が初報告された。なお、デー

タセンター業におけるベンチマーク指標はデータセンターにおけるエネルギー使用量の合

計（kWh）を、データセンターにおける IT 機器エネルギー使用量の合計（kWh）で割っ

た値（以下「事業者 PUE」という。）であり、目指すべき水準は 1.4 以下である。 

本項では、令和 5 年度提出の省エネ法定期報告書の報告値をもとに、初年度の成果につ

いてまとめる。報告された全 46 事業者のうち、報告値漏れにより分析から除外した 3 事業

者を除いた 43 事業者を対象に分析を行った。 

報告されたデータは概ね正規分布に従っており、変動係数は 0.144 と小さいものの、目

指すべき水準の達成率は 7％と、上位 1～2 割の水準よりもわずかに低い結果となった。 
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図表 2-20 データセンター業のベンチマーク指標の状況  

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

 

2.2.3. 圧縮ガス・液化ガス製造業のベンチマーク制度の点検 

令和 4 年 4 月より圧縮ガス・液化ガス製造業がベンチマーク制度の対象業種として加わ

り、令和 5 年度提出の省エネ法定期報告書においてベンチマーク指標が初報告された。な

お、圧縮ガス・液化ガス製造業におけるベンチマーク指標は製造品種の違いを補正した深

冷分離法による圧縮ガス・液化ガス生産量当たりのエネルギー使用量であり、目指すべき

水準は LNG 冷熱利用事業者に該当する場合は 0.077kl/千 Nm3 以下、その他の事業者に該

当する場合は 0.157kl/千 Nm3 以下である。 

本項では、令和 5 年度提出の省エネ法定期報告書の報告値をもとに、初年度の成果につ

いて LNG 冷熱事業者とその他事業者ごとにまとめる。なお、報告された全 60 事業者のう

ち、LNG 冷熱利用事業者又はその他の事業者のいずれに該当するのかを判別できなかった

20 事業者を除いた 40 事業者を対象に分析を行った。 

LNG 冷熱事業者が報告したデータは N 数が少ないため分布の分析は難しいが、目指す

べき水準の達成率は 25%と上位 1～2 割の水準に概ね適う達成率であった。 
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図表 2-21 圧縮ガス・液化ガス製造業（LNG 冷熱事業者）のベンチマーク指標の状況  

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

 

その他事業者が報告したデータは概ね正規分布に従っており、変動係数は 0.144 と小さ

いものの、目指すべき水準の達成率は 8％と、上位 1～2 割の水準よりも低い結果となった。 

 

図表 2-22 圧縮ガス・液化ガス製造業（その他事業者）のベンチマーク指標の状況  

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 
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2.2.4. ソーダ工業のベンチマーク制度の点検 

ソーダ工業のベンチマーク指標は、令和元年度及び令和 2 年度において、50%以上の事

業者がベンチマーク目標を達成したため、上位 15%の事業者が満たす水準となるよう目指

すべき水準が引き上げられ、令和 5 年度提出の省エネ法定期報告書において改正後のベン

チマーク指標が初報告された。なお、ソーダ工業におけるベンチマーク指標は電解工程の

電解槽払出苛性ソーダ重量当たりのエネルギー使用量と濃縮工程の液体苛性ソーダ重量当

たりの蒸気使用量の和であり、目指すべき水準は 3.22GJ/t 以下から 3.00GJ/t 以下に見直

され、水準が引き上げられた。 

本項では、令和 5 年度提出の省エネ法定期報告書の報告値をもとに、初年度の成果につ

いてまとめる。 

ソーダ工業事業者が報告したデータは概ね正規分布に従っており、変動係数は 0.176 と

小さく、目指すべき水準の達成率は 21％と、上位 1～2 割の水準に概ね適う達成率であっ

た。 

 

図表 2-23 ソーダ工業のベンチマーク指標の状況  

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

 

また、令和 4 年度実績の報告値と令和 3 年度実績の報告値を紐づけ、相関について分析

を行ったところ、二つの報告値における一次回帰式の相関係数は R2=0.9553 と相関は非常

に強かった。さらに、令和 3 年度の報告値が水準引き上げ後の目指すべき水準を達成した

4 事業者は令和 4 年度も目指すべき水準を達成していた。 
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図表 2-25 洋紙製造業のベンチマーク指標の状況 

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

 

また、ベンチマーク指標と再エネ使用率の相関(図表 2-26)を表したところ、概ねベンチ

マーク指標の算出式に沿っている結果となった。 

 

図表 2-26 洋紙製造業のベンチマーク指標と再エネ使用率の相関 

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

 

2.2.6. 石油化学系基礎製品製造業のベンチマーク制度の点検 

石油化学系基礎製品製造業のベンチマーク指標はエチレン等製造設備におけるエチレン

等生産量当たりのエネルギー使用量であり、目指すべき水準は 11.9GJ/t 以下である。 
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本項では、令和 5 年度提出の省エネ法定期報告書の報告値をもとに、石油化学系基礎製

品製造業の目指すべき水準の達成状況をまとめる。 

石油化学系基礎製品製造業事業者が報告したデータは N 数が少ないため分布の分析は難

しいが、変動係数は 0.073 と小さい。他方、目指すべき水準の達成率は 50％と上位 1～2 割

の水準を大幅に上回る水準であった。 

 

図表 2-27 石油化学系基礎製品製造業のベンチマーク指標の状況 

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

 

2.2.7. 産業・業務部門ベンチマーク制度の点検のまとめ 

本項では本年度初報告の 3 業種、直近に見直しを行った 1 業種、令和 5 年度第 1 回工場

判断等ワーキンググループにおいて目指すべき水準の達成率が高いことを指摘された 2 業

種において、点検を行った結果をまとめる。 

本年度初報告の事業者のうち、石炭火力電力供給業は目指すべき水準の達成率が 46.9％

と、上位 1～2 割の水準と比較すると非常に高い達成率であった。初年度の報告ではある

ものの、ベンチマーク目標の見直し方針である「国内事業者の分布において、上位 1～2

割となる事業者が満たす水準」となるよう目指すべき水準を見直す必要があると考えられ

る。データセンター業は目指すべき水準の達成率が 7％と、上位 1～2 割の水準と比較する

とわずかに低い結果となった。今後もデータセンター業のベンチマーク指標及び目指すべ

き水準については、事業者のエネルギー消費実態を踏まえたより適切な指標を引き続き検

討していくべきである。また、圧縮ガス・液化ガス製造業については LNG 冷熱事業者の

目指すべき水準の達成率が 25％、その他事業者の目指すべき水準の達成率が 8％と、その
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他事業者の達成率が上位 1～2 割の水準よりもわずかに低い結果となった。事業者全体の

目指すべき水準の達成率は 10％であったため、達成状況については継続的に把握を行い、

その他事業者の達成率が増加しない場合、必要に応じて見直しを検討すべきである。 

次に、直近見直しを行ったソーダ工業は、目指すべき水準の達成率が 21％と、上位 1～

2 割の水準に適合しているため、達成状況に問題はないといえる。 

最後に、令和 5 年度第 1 回工場判断等ワーキンググループにおいて指摘された達成率の

高い業種について、洋紙製造業は達成率が 36.9％（うち再エネ使用率が 72％未満の事業者

の達成率は 50％）、石油化学系基礎製品製造業は達成率が 50％と、いずれも上位 1～2 割

の水準を大幅に上回る結果となった。これらの業種においては、次年度以降目指すべき水

準の見直し方針である「国内事業者の分布において、上位 1～2 割となる事業者が満たす

水準」となるよう目指すべき水準を見直す必要がある。その際、令和 4 年に省エネ法が改

正され、非化石エネルギーを含む全てのエネルギーの使用の合理化を求めることとなった

ことを踏まえ、バイオマス、水素、アンモニア等の非化石燃料等を投入エネルギー量に組

み込んだベンチマーク指標の検討を行うべきである。 
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2.3. 産業・業務部門ベンチマーク制度の対象業種・分野の拡大 

2.3.1. データセンター業ベンチマーク制度・エネルギー使用量の報告に関するフォローア

ップ 

データセンター業は令和 4 年度よりベンチマーク制度の対象化となった。また、これま

でデータセンターにおけるテナント事業者は、省エネ法定期報告において、テナント事業

者自身がデータセンターで使用するエネルギー使用量を報告する必要は無かったが、令和

4 年度よりデータセンターにおけるテナント事業者は、テナント専有部で使用するエネル

ギー使用量について報告するよう、エネルギー使用量の算入範囲が変更された。データセ

ンター業のベンチマーク指標は建物・付帯設備を対象に事業者 PUE（PUE:Power Usage 

Effectiveness）が採用されており、目指すべき水準は 1.4 以下である。 

他方、IT 機器（サーバー、ストレージ等）を対象としたベンチマーク指標については継

続して検討することとなっており、令和４年度の検討ではエネルギー消費性能指標等につ

いて、海外の政策動向や各種文献等の調査を行った。 

令和５年度は、「2.3.1.1 業界団体意見交換会の開催」において初報告されるデータセン

ター業ベンチマーク指標の達成状況について業界団体と振り返りを行いつつ、「2.3.1.2 現

行データセンター業のベンチマーク制度の見直しと拡充」において IT 機器を対象とした省

エネ指標や、事業者から指摘されている目標達成が困難な理由、報告の遵守状況について、

データセンター事業者へのヒアリングを行い深掘り調査した。上記検討をもとに「2.3.1.3

課題の把握及びデータセンター業ベンチマーク制度の改善に向けた提言」においてデータ

センター業ベンチマーク制度の見直しと拡充に向けた課題抽出等の検討を行う。 

 

◼ 本年度明らかにするべき点 

 データセンター業ベンチマーク制度においては、前述のとおり IT 機器に関する省エネ指

標の検討の他、初年度の報告内容を踏まえ、その報告状況や目指すべき水準の妥当性につ

いて把握する必要がある。 

 省エネ法定期報告の遵守状況については、ヒアリング調査等により次の 3 点が確認され

ている。 

① ベンチマーク指標の未報告事業者の存在：ベンチマーク指標の報告において、報告

対象であるのにベンチマーク指標の報告を行っていない事業者が一定存在する可能

性がある。 

② PUE ガイドラインに則って算出が出来ていない懸念：事業者 PUE を日本データセ

ンター協会（以下、「JDCC」という。）発行の PUE ガイドラインに準拠して算出す

ることができない、算出にあたり課題に感じている点がある、独自の方法で算出し

ている可能性がある。 

③ テナント事業者によるエネルギー使用量の未報告：エネルギー使用量の報告におい

て、テナント事業者によるテナント事業者自身が利用した分のエネルギー使用量の





43 

 

【ベンチマーク指標の未報告事業者の存在】 

 JDCC で実施しているデータセンター調査においても、7 割のデータセンターが

PUE を計測できない状況である。ベンチマーク指標の報告においては自社利用分の

除外やテナント事業者分の按分が必要なため、ベンチマーク指標を報告した事業者

数は妥当ではないか。 

 古いデータセンターの場合は計測が難しく、計測できたとしても PUE が悪いた

め、事業者全体の数値を悪化させてしまう。従って事業者にとって現状測定を行

っていない古い施設を新たに計測するインセンティブが無いことが課題となって

いるのではないか。 

 今後捕捉すべき事業者・事業者はゲーム会社や通販会社、SNS 等のサイト運営事業

者のシステム等多岐に渡ると認識している。 

 

【テナント事業者の報告/オーナーによる情報提供について】 

 テナント事業者への通知は細かな事業者が多い中で対応が難しかったという意見

があった。テナントから通知を求められた場合対応する必要があるとのことで、

テナントから求められなかったエネルギー使用量はデータセンター側のエネルギ

ー使用量としてまとめて報告した事例が多かった。 

 計測機器が設置されておらず、計測ができない事例がある。計測機器を新たに設

置するためには、回路を止める必要があり、安定稼働に対するリスクが発生する

等の理由で非常にハードルが高い。 

 テナント側への周知不足により、報告の必要がある旨を知らない可能性がある。 

 

【築年数が古い施設の省エネ対策】 

 従来のデータセンターは、もともと PUE ではなく、安定稼働を目的として設計して

おり、冗長性の確保が重要事項である。従って、PUE を大幅に改善することは難し

い。 

 目指すべき水準の達成可能性について考慮すべき要素として、築年数の古さより

も、データセンターの用途が重要ではないか。用途はクラウド向けと一般企業向け

に分類ができるが、混在しているケースもあることは留意が必要である。一般企業

向けのデータセンターの稼働率は 7～8 割が上限であるが、クラウドは設備稼働率が

高くなるため、PUE としては有利になる。システムの実装形態が異なるため、用途

によって PUE の階層に乖離がある状況である。クラウド向けは PUE1.2 が、企業向

けは 1.4 が目標になるのではないかと考えている。 

➢ 実態には企業の実態に応じたラックが同じ施設内に入居しているため、一般企

業向けをさらに詳細に分割することはできないと考えている。 

 様々な選択肢の中で、コストや安全性、経済合理性、保守コストを勘案し、最善を

尽くしている。機器の更新を行うこと自体が、安定稼働を継続するための運営リス
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2.3.1.2. 現行データセンター業のベンチマーク制度の見直しと拡充 

◼ ヒアリング設計 

「2.3.1 データセンター業ベンチマーク制度・エネルギー使用量の報告に関するフォロー

アップ」で触れた【本年度明らかにするべき点】を検討すべく、データセンター業ベンチ

クになり得る。コストもかかるためすぐに入れ替えを行うことは難しく、耐用年数

等を踏まえながら、そのときに取りうる選択肢の中から総合的に最も良い選択肢を

選んでいるため、これ以上の対応は難しいと考えている。 

 施設の新旧が、PUE に全く影響を与えないわけではない。10 年前のデータセンタ

ーと現在のデータセンターでは期待できる PUE のレベルに差がある。建物の潜在的

な設計の観点から現在のデータセンターの方が PUE は良くなるのではないか。ベン

チマーク制度は絶対値評価のため、古いデータセンターの数値が悪くなることは、

ある程度仕方が無いと受け止めている。 

 JDCC は米国で開始した PUE に対応するために 15 年前に設立された。従って、

PUE を意識してデータセンターを作り始めたのは 10 年前頃からである。そのた

め、それ以上古い事業所の PUE は 2.0 程度が限界であり、設備更新を行っても限界

があるという状況である。 

 古いデータセンターを所有している事業者としては、別の枠組みであっても評価し

ていただけるとありがたい。 

 

【PUE 以外の指標】 

 ISO では PUE に加えて様々な指標が定められている。たとえば、「REF（再生可能

エネルギー利用率）」、「ITEEsv（IT 機器の性能）」、「ITEUsv（IT 機器の稼働率）」、

排熱を暖房使用に使用する際のエネルギー利用率（energy usage factor）や, 炭素利

用率（carbon usage factor）, 水利用率（water usage factor）であり、これらをトー

タルで評価することが重要だと考えている。 

 特に、PUE, REF, ITEEsv, ITEUsv の４指標を統合した指標は DPPE として日本が

提唱し、国際規格になっている。ただし、IT 機器側は機器全ての計測が必要など計

測・集計に非常に負荷が高いという状況であった。  

 

【PUE ガイドライン】 

 自社で定めた基準（グループ共通）で計測している場合は JDCC 基準と乖離が発生

している可能性がある。 

 PUE が低い事業所についても、ガイドラインに則っていない場合がある。特にメ

ガクラウドの場合は、計測できるデータホール単位で計測している事例もあるよ

うである。テナントとなるメガクラウドでは建屋全体で含まれる熱源等が考慮さ

れないため、JDCC 基準と比較して有利な値になっていると考えられる。 
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マーク制度に関する質問、省エネ法定期報告のエネルギー使用量に関する質問、データセ

ンター業の省エネに関する質問、その他データセンター業の実態把握に関する質問に分け

てヒアリング項目を設計した。（図表 2-17） 

 

図表 2-29 ヒアリング項目及び参考資料 
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（出所）NRI 作成 

 

◼ ヒアリング対象 

 ヒアリング対象は、下記の観点のもと、資源エネルギー庁省エネルギー課と協議の上 5

事業者に絞り込んだ。 

A) エネルギー使用量が大きく、かつベンチマーク目標を達成していない事業者 

B) 大手ハウジング事業者で、エネルギー使用量の増減率からテナント利用分のエネ

ルギー使用量の切り分けが出来ていると推察される事業者 

C) 大手ハウジング事業者で、エネルギー使用量の増減率からテナント利用分のエネ

ルギー使用量の切り分けが出来ていないと推察される事業者 

D) 外資系データセンター事業者 

 

◼ ヒアリング結果 

ヒアリングは令和 6 年 1 月に 4 事業者に行い、1 事業者から書面回答を受領した。計 5

事業者から得られた主な意見は次の通りであった。なお、言及があった場合のみ意見を抜

き出している。 

 

①データセンター業ベンチマーク制度 

＜ベンチマーク指標（事業者 PUE）と水準の適切性＞ 

●目指すべき水準の達成 
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・ PUE はデータセンターの用途や設立時期などから影響を受けるため、目標値 1.4 を

達成することは難しいと考えている。【DC 事業者 A】 

・ 古いデータセンターではPUEの値が悪く、足を引っ張り値が悪くなっている。【DC

事業者 A/B/C】 

●事業者間の横比較 

・ PUE 自体は異なる拠点を比較することには適さないのではないか。【DC 事業者 A】 

・ PUE は本来建物ごとに算出し評価する指標のため、事業者単位では省エネ努力が評

価しきれないのではないか。【DC 事業者 B】 

・ 昔から旧来型のデータセンター事業を営んでいる事業者ほど、目標の達成が難し

い。【DC 事業者 A/B】 

●報告値の精度 

・ 報告された値の審査や第三者検証がないため、精度については懸念がある。【DC 事

業者 B/D】 

 

＜ベンチマーク制度のインセンティブ設計＞ 

・ 経済産業省「環境にやさしいデータセンター」のような認定制度や、官公庁の調達

基準の中に入れ込む、環境税の優遇等があれば、省エネ努力のインセンティブとな

るのではないか。【DC 事業者 B】 

 

＜PUE の算出状況＞ 

・ JDCC ガイドラインは把握しており、ガイドラインに従っている。【DC 事業者

A/B/D/E】 

・ 問題なく計測できている。【DC 事業者 C】 

・ ガイドラインは詳細に規定されているため、これまで計測を実施していなかった事

業者はテナントの扱い等について正確に計測できていないのではないか。特に、

PUE1.2 等かなり小さい値を報告している事業者は誤っている可能性が高い。【DC

事業者 D】 

 

＜目指すべき水準の達成が難しいデータセンターの取り扱い＞ 

・ 築年数が古い等のネガティブな要素には補正をかけることや、極端に PUE が悪

い施設については別枠で評価してほしい。【DC 事業者 B/C/D】 

・ 築年数により補正をかける場合は、2000 年代、2010 年代、2020 年代の区分が良

いのではないか。2000 年以前は PUE2.0 前後、2010 年代は PUE1.5 前後、2020

年代は 1.4 を下回る所感である。【DC 事業者 B】 

・ 省エネ法定期報告書における計算過程が複雑となるため、別枠での評価制度は現

状特に希望しない。【DC 事業者 E】 
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＜PUE の改善余地＞ 

●設備更新による改善余地 

・ 既に可能な努力は行っているという認識であるため、改善余地は少ないのではない

か。【DC 事業者 A/D】 

・ 設備更新だけでは PUE を抜本的に改善することは非常に難しい。【DC 事業者

B/C】 

●集積による改善余地 

・ データセンターへの集積度を上げ、稼働率を上げることでることで業界全体の省エ

ネをすすめることができるのではないか。【DC 事業者 A】 

 

＜ IT 機器の省エネ指標の活用状況＞ 

・ 顧客の IT 機器を預かるハウジング事業では IT 機器の管理権限を有していないた

め、IT 機器の省エネ指標は管理していない。【DC 事業者 A/B/C/Ｄ】 

・ 参考資料で挙げられたいずれの指標も計測していない。自社サービスのサーバー群

には非常に多種多様なプロセッサを採用しており、またサーバーラック単位の新

設・撤去が頻繁に行われるため、いずれの指標も計算が極めて困難である。【DC 事

業者 E】 

 

＜ベンチマーク制度における IT 機器の省エネ指標＞ 

・ IT 機器に関するベンチマーク指標が導入された場合でも、IT 機器の管理権限がな

いため回答できないのではないか。【DC 事業者 A/B/C/D】 

・ IT 機器の省エネ指標のうちどの指標がベンチマーク制度の指標として適切か、情報

を持ち合わせていない。【DC 事業者 A/B/C/Ｄ】 

・ 使用者側もわかりやすいよう、例えばメーカーで把握している数値などが指標とし

てあり得る。【DC 事業者 C】 

・ IT 機器の省エネ指標は計算が極めて困難であるため、いずれの指標も現実的な算出

に適さないのではないか。【DC 事業者 E】 

 

＜IT 機器の選定基準＞ 

・ テナント使用している IT 機器はそのサービスの性能を示すことに繋がり、一つの秘

匿情報に当たるためオーナーに情報共有をしたがらない。【DC 事業者 B】 

・ IT 機器は高密度機器（小さい機器で大きな処理が可能）や高圧（少ない電流で済

む）の機器の導入がトレンドである。【DC 事業者 B】 

・ 顧客は新しい機器を選んでいるのではないか。新しい機器であれば相対的な省エネ

性能は高いと考えられる。【DC 事業者Ｄ】 

・ 自社用途の IT 機器は省エネ性能や省エネの提案を考慮した上で省エネに貢献できそ

うな機器を選定している。【DC 事業者 C】 
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②省エネ法定期報告書のエネルギー使用量 

＜テナントへの報告義務の対応状況＞ 

●エネルギー使用量の切り分け 

・ 従量課金の顧客については請求書等からエネルギー使用量を、固定料金の顧客に

は推計値をもとにエネルギー使用量を回答している。【DC 事業者 A】 

・ 従量課金のテナントが多いためテナント利用分のエネルギー使用量の切り分けが

上手くできた。【DC 事業者 B】 

・ 全てラック単位での貸し出しを行っているため、エネルギー使用量の切り出しは

行っていない。【DC 事業者 C】 

●データの提供 

・ テナントの事業者の求めに応じてエネルギー使用量を伝えている。【DC 事業者

A/Ｄ】 

・ 周知について、テナント事業者はほとんど知らなかった。【DC 事業者 A/B】 

・ 各コロケーション事業者より、弊社利用分のエネルギー使用量について報告を受

け、それに基づいて報告した。【DC 事業者 E】 

 

③データセンター業の省エネ 

＜省エネ取組の概観＞ 

●設備更新 

・ 設備の更新時に環境性能ラベルなどに基づき省エネ性能の高い機器を入れる対応を

している。【DC 事業者 A】 

●運用面の工夫 

・ 水冷の設定温度を上げる等の運用による工夫があるが、顧客との契約次第では設定

温度を変えることができず、必ずしも最大値としての省エネができるわけではな

い。【DC 事業者 B】 

・ アイルキャッピング（ICT 装置の吸気と排気を空間的に分離することで排熱の室内

再循環比を低下させる方法）を全ラックに導入や、空調温度の適正化・風量調整、

室外機にミストを吹き付けて空調効率の向上等の省エネ取り組みを行っている。

【DC 事業者Ｄ】 

 

＜機器更新の頻度＞ 

・ 空調機器は 15 年程度を目安に更新している。【DC 事業者 A/C/Ｄ】 

・ 管理権限を持っている IT 機器は 5～7 年程度を目安としている。【DC 事業者

A/C】 

 

＜PUE に影響を与える要素＞ 
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●稼働率 

・ 顧客が持ち込んでいる機器の詰め込み具合（＝稼働率）によって PUE は変化す

る。【DC 事業者 A/C】 

・ リプレイス用の予備があるため稼働率が 100%に到達しない。【DC 事業者 A】 

・ 消費者は新しい施設を望むため、古い施設は稼働率が低くなる。【DC 事業者 D】 

●築年数 

・ 設備の設計思想により目指せる水準には限界がある。【DC 事業者 B】 

・ 古い DC の場合、根本的に PUE を改善するためにはサービスの一時停止が必要

な大規模工事になるため、計画が非常に難しい。【DC 事業者 C】 

・ 築年数が古くなると付帯設備の性能が悪くなり、結果として PUE が悪化する。

【ＤＣ事業者Ｄ】 

●事業用途 

・ クラウド専業事業者は IT 機器の管理権限を有しているため、機器に合わせて建

物の設計を行うことができ、PUE へ有利に働く。【DC 事業者 A/B】 

・ 従来型のコロケーション型のハウジング事業者は建物を持っているだけのため、

付帯設備しかコントロールできない。【DC 事業者 A/B/Ｄ】 

・ 自社用途であれば理想的な使い方をすることができ、PUE の改善をしやすいだろ

う。【DC 事業者 A/B】 

・ 顧客によって IT 機器のエネルギー使用量の大小があるため、エネルギーを使用

する顧客がいる場合は PUE が改善しやすい。【DC 事業者 D】 

●立地条件（外気温） 

・ 寒冷地であれば外気冷却等で省エネをはかることも可能である。【DC 事業者

A/D】 

 

＜データセンターの一般的な耐用年数＞ 

・ 30 年を経過すると、データセンターとしての価値が低下していくと考えている。

【DC 事業者 A】 

・ 建物自体は 100 年使用することが出来るが、データセンター業としての耐用年数

は配管等の関係で 50 年ほどと考えている。【DC 事業者 B】 

・ テナント利用の場合は商品力という観点では 15 年だが、それより古くても顧客

の要望があれば使用する。【DC 事業者 C】 

・ 商品力とは、例えば耐震や免震、電源のバックアップ、災害対応など、時代に応

じて顧客が DC に求めるスペックが異なるため、古いデータセンターでは競争力

が低くなる。【DC 事業者 C】 

・ 発電機が 30～36 年程度であり、高圧設備も 35 年程度のため、30 年程度がデー

タセンターの寿命にもなるのではないか。【DC 事業者 D】 

 



51 

 

＜用途別の切り分け＞ 

・ 事業用途別にラックの数を数えることは理論上可能である。他方、一つのフロア

に混在しているケースが多く、その場合は空調を共有しているため、用途ごとに

PUE を計測することはできない。【DC 事業者 A】 

・ テナント事業者の事業用途はほとんど把握おらず、顧客数も数百～数千に至るた

め、用途別に分けた報告については現実的ではないと感じている。【DC 事業者

D】 

 

④その他（データセンター業の実態把握） 

＜データセンター業の今後の方向性＞ 

●事業展開 

・ ハウジング・ホスティング事業に加え、オンプレミスやプライベートクラウド事業

も検討している。また、生成 AI の受け入れ態勢を整えている。【DC 事業者 A】 

・ ハウジングサービスが事業のメインとなっているが、コンテンツ事業者や ASP 事業

者の接続性を向上させるためのコネクティビティービジネスを進めている。【DC 事

業者 C】 

・ ハイパースケールデータセンターを設置しクラウドや AI といった大規模顧客に対応

できるようにしている。【DC 事業者 D】 

・ 昨今ではハイパースケーラーやクラウド事業者の登場により、エネルギー使用量は

高いものの高密度高効率で運用できるようになっている。【DC 事業者 B】 

・ GPU を使用したサーバーが増えている。GPU は空冷ではなく水冷が求められるた

め、ラックあたりのエネルギー使用量は 2000 年代であれば 1～2kWh 程度であった

が、昨今は 20kWh を要求されることも多い。【DC 事業者 D】 

・ 情報化社会によって、顧客がサーバー利用も増加するため、ハイパースケールのト

レンドは今後も続くと想定される。ハイパースケールデータセンターは顧客数が少

なくても通常のデータセンター10 個分程度のエネルギーを使用する。他方で、ハイ

パースケーラーの顧客の開拓余地は限られているため、従来の規模のデータセンタ

ーは両立するのではないか。【DC 事業者 D】 

●データセンターの移設/新設 

・ 現状よりも規模の大きい DC の建設を検討しており、事業拡大と規模の拡大が原単

位の改善に繋がっていると考えている。【DC 事業者 C】 

・ 古いデータセンターを取り壊す前に新しいデータセンターを建築し、移設完了後に

古いデータセンターを取り壊すことが理想的である。【DC 事業者 D】 

・ 古いデータセンターの稼働をやめ、新設のデータセンターに移行することで会社全

体の値を改善したい。【DC 事業者 C】 

・ 顧客への移転の保証の問題が絡み建物の建て壊しは簡単にはいかない。電気設備

等を更新しながら建物の寿命を延ばすことが必要になる。【DC 事業者 B】 
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るため、引き続き周知・実態把握に努める必要がある。 

 

図表 2-30 外資系 DC 事業者における令和 5 年度定期報告の報告内容 

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告より NRI 作成 

 

3） PUE ガイドラインに則ってベンチマーク指標を算出しているか 

 データセンター業ベンチマーク制度ではベンチマーク指標である事業者 PUE を JDCC 発

行の PUE ガイドラインに準拠して算出することを求めている。そのため、算出にあたり課

題に感じている点がある、独自の方法で算出しているなどの、執行上課題がある可能性が

ある。 

 上記懸念について、業界団体との意見交換会においては下記の通り意見をいただいた。 

 

事業者ヒアリングにおいて実態を聴取したところ、ヒアリングを行った５事業者いずれ

も「JDCC ガイドラインは把握しておりガイドラインに従っている」あるいは「問題なく

報告している」ことが明らかとなった。これらの事業者はベンチマーク制度対象化以前よ

り JDCC 基準に則って PUE を計測していたため、スムーズに制度対応できたと考えられ

る。 

他方で「これまで計測を実施していなかった事業者はテナントの扱い等について正確に

計測できていないのではないか」「PUE が低い事業所はガイドラインに則っていない可能

 必ずしも全てのデータセンター事業者が JDCC 基準で算出しているとは限らない。 

 PUE が低い事業所についても、ガイドラインに則っていない場合がある。テナントと

なるメガクラウドでは建屋全体で含まれる熱源等が考慮されないため、JDCC 基準と

比較して有利な値になっていると考えられる。 
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性がある」「独自の基準で計測している可能性がある」と指摘を受けた通り、事業者 PUE

の測定に対し問題を抱えている事業者へのフォロー及び適切にベンチマーク指標を算出し

ているかについては、引き続き報告状況を監督する、計測方法について講習会を開催する

など、適宜対応が求められる。 

 

4） 目指すべき水準の達成が難しい要因は何か 

 データセンター業ベンチマーク指標である事業者 PUE は目指すべき水準を 1.4 以下と定

めているところ、ベンチマーク指標の検討段階から古いデータセンターは改善の余地が少

なく、目標値に届かないという点が指摘されてきた。 

本項では初年度の報告を振り返りつつ、ベンチマーク指標の目指すべき水準の達成が難

しい要因と、その対応策について検討する。 

「2.2.2 データセンター業のベンチマーク制度の点検」において、令和 5 年度定期報告を

もとにデータセンター業ベンチマーク制度の達成率を分析した。結果達成率は 7％と、上

位 1～2 割の水準よりもわずかに低い結果となった。この達成率は著しく低い値ではないも

のの、事業者の省エネ意欲を阻害しないよう、必要に応じて指標や目指すべき水準を見直

す検討を行うべきである。 

業界団体との意見交換会においては目指すべき水準の達成が難しい要因について、下記

の通り意見をいただいた。築年数以外に、建物の用途も PUE に影響を与える要因であるこ

とが示唆された。 

 施設の新旧が、PUE に全く影響を与えないわけではない。10 年前のデータセンターと

現在のデータセンターでは期待できる PUE は、建物の潜在的な設計の観点から現在の

データセンターの方が良くなるのではないか。 

 PUE を意識してデータセンターを作り始めたのは 10 年前頃からであるため、それ以

上古い事業所の PUE は 2.0 程度が限界であり、設備更新を行っても達成できる水準に

限界があるという状況である。 

 データセンターの用途も PUE に影響を与える。用途はクラウド向けと一般企業向けに

分類ができ、一般企業向けのデータセンターの稼働率は 7～8 割が上限であるが、クラ

ウドは設備稼働率が高くなるため、PUE は有利になる。 

 安定稼働を目的として設計しているため、冗長性の確保が重要である。従って PUE を

大幅に改善することは難しい。 

 

 では、具体的にどのような要素がデータセンターの PUE に影響を与えるのか。業界団体

意見交換会に加え、事業者ヒアリングで得た意見から、データセンターの PUE に影響を与

える要素に係る仮説（データセンターの PUE は「所在地」「建物の設計」「事業用途」が影

響する）を立てた。 
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＜データセンターの PUE は「所在地」「建物の設計」「事業用途」が影響する＞ 

要素⑴所在地：寒冷地であれば外気冷却を用いることが可能なため、寒冷地と温暖地によ

りエネルギー消費量に影響を与えるのではないか。 

要素⑵建物の設計（築年数）：建物の潜在的な設計の観点から築年数により目指せる PUE

の値に変化が出る。2000 年以前は PUE2.0 前後、2010 年代は PUE1.5 前後、2020 年代は

PUE1.4 以下が、目指せる水準なのではないか。 

要素⑶事業用途：事業用途（ハウジング、ホスティング、クラウディング、自社向けな

ど）により管理権限を有している範囲が異なる。管理権限の有無の差はデータセンター内

の設備やその使われ方（≒稼働率）について、コントロールできる範囲に差に繋がるた

め、エネルギー消費量に影響を与えるのではないか。 

 

上記仮説に基づくと、既にデータセンター業を営んでいる事業者については所在地やデ

ータセンターの築年数、事業用途については所与の条件として与えられるため、ベンチマ

ーク制度対象業種に対して一律の指標と目標値を設けることは、不利な事業者の存在を生

む可能性が示唆される。ヒアリングにおいても築年数が古い等のネガティブな要素には補

正をかけることや、特別な事情で極端に PUE が悪い施設については別枠で評価してほしい

と意見があることから、ベンチマーク指標への補正をかける・目指すべき水準に区分を設

けるなどの対応が必要になる可能性がある。 

本年度は業界団体・事業者へのヒアリングによる定性的な課題抽出にとどまっている

ため、本格的に制度設計を検討する上では、実際に定量的に仮説の裏付けを行うべく、

アンケート調査等をもとに各データセンターのエネルギー使用量へ与える要素を分析す

る必要がある。 

 

5） テナント事業者はエネルギー使用量の報告をしているか 

省エネ法定期報告において、テナント事業者が消費したエネルギー量はテナント自身で

報告する必要があるが、実態として報告していないのではないか、またはオーナー側の按

分の手間が極端に大きいのではないかという懸念が指摘されている。 

令和 4 年度及び令和 5 年度の省エネ法定期報告の結果を比較（図表 2-31）すると、代表

的なハウジング事業者 9 者（富士キメラレポートより令和 3 年 3 月時点でハウジング事業

がデータセンター事業全体の 70%以上を占めている事業者を選定している）のうちエネル

ギー使用量が前年度比で５％以上減少している事業者は 3 者であった。按分を行っている

場合、エネルギー使用量は特別な事情がない限り減少するはずであるが、変化がないまた

増加している場合は、按分報告をしていない可能性がある。 

 



57 

 

図表 2-31 ハウジング事業者の報告状況 

 

（出所）令和 5 年度省エネ法定期報告書より NRI 作成 

 

 上記懸念について、業界団体との意見交換会においては下記の通り意見をいただいた。 

 小規模事業者が多い中でテナント事業者への通知は対応が難しかった。 

 テナントから求められた場合に対応すればよいため、テナントから求められなかっ

たエネルギー使用量はまとめてデータセンター側のエネルギー使用量とした事例が

多かった。 

 計測機器が設置されておらず、実測値が計測できない事例もある。 

 テナント側への周知不足により、報告の必要がある旨を知らない可能性がある。 

 

事業者ヒアリングにおいて実態を聴取したところ、エネルギー使用量の切り分けについ

てはヒアリングを行ったラック貸し以外のハウジング事業者３者ともにメーター値や推計

値などをもとに問題なく切り分けを行えていた。データの提供については、テナント事業

者の求めに応じてエネルギー使用量を伝えているものの、報告が必要なことを認知してい

るテナント事業者自体が少なかったため、大きな作業負荷を感じている事業者はいなかっ

た。 

今後は所管省庁である資源エネルギー庁がテナント側へ周知文を発布する、オーナー側

が積極的にテナント事業者へ呼びかけるなど、官民連携のもと周知活動を行うことで、テ

ナント事業者のエネルギー使用量の報告は進むと思料する。 
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2.3.2. ネットワークセンター等のベンチマーク制度対象化に向けた検討 

本章では、「2.3.2 ネットワークセンター等のベンチマーク制度対象化に向けた検討」の

成果を、「2.3.2.1 ネットワークセンター等の実態把握」、「2.3.2.4 業界・有識者による勉強

会の開催」に分けて記述し、本年度の総括を「2.3.2.5 ネットワークセンター等のベンチマ

ーク制度対象化に向けた方向性」にて記述している。 

 

2.3.2.1. ネットワークセンター等の実態把握 

通信事業者等が運営する、主にデータ通信を目的とした通信施設（中継局・中継交換局、

加入者線収容局、交換局/データセンター、GC 局、MEC、基地局を含み、以下「ネットワ

ークセンター等」という。）等実態やエネルギー使用量や省エネ取組の状況、ベンチマー

ク制度の対象化の可能性を明らかにすることを目的に、「アンケート調査」及び「ヒアリ

ング調査」を実施した。施設の概要は図表 2-32 の通りである。 

 

図表 2-32 通信事業者の分類と所有施設の概要 

 

（出所）公開情報、ヒアリングより作成 

 

2.3.2.2. アンケート調査 

1） 調査方法 

国内で通信業務に従事している事業者のうち、エネルギーの使用の合理化及び非化石エ

ネルギーへの転換等に関する法律（省エネ法）における「特定事業者」を対象にアンケー

ト調査を実施した。アンケート調査の概要は図表 2-33 の通りである。 
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図表 2-33 アンケート調査の概要 

 

（出所）NRI 作成 

 

ネットワークセンター等に対するアンケートは昨年度事業においても実施している。昨

年度は、当時のベンチマーク指標の候補であった PUE 及びエネルギー使用量と相関が見込

まれていたトラヒック量、売上、契約数等を用いた指標が適切であるか判断するため、事

業所区分（データセンター併用施設、非データセンター併用施設、テナント利用施設、基

地局）ごとに指標候補の把握状況等について調査を行った。 

 本年度のアンケート調査では、現状ではほとんどの局舎等で PUE の計測が行われていな

いことや、通信事業者が小規模な局舎等を多く所有していることから全施設を対象とする

ことが難しい可能性に鑑みて、仮に PUE を導入する場合に対象となりうる大規模な局舎等

における PUE の具体的な導入可能性を測ることを目的に調査項目の設計を行った。また、

移動体通信事業者については、昨年度の調査において、小規模な基地局を多数所有してお

り、基地局のエネルギー使用量が７割程度になることと、基地局においては機器ごとの測

定機器が設置されていない等の事情から PUE の測定がそぐわないことが指摘されていたこ

とから、基地局については PUE とは別の指標が導入可能かについて、調査項目を設定し

た。なお、本アンケート調査は、事業者の属性や事業全体の実態を把握することを目的と

し事業者向け設問と、事業者が所有する様々な施設の実態を個別に把握することを目的と

した事業所向け設問で構成した。事業者向け設問については、事前の調査で有力とされた

「PUE」および「トラヒック量あたりのエネルギー使用量」をはじめ、ベンチマーク指標

の候補となる数値について情報を取得することを意図した設問の設計とした。また、事業

所向け設問については、PUE の計測実態を調査するという観点から、PUE を計測してい
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る全ての施設について、PUE の測定値等の実態に関する設問を設計した。設問の概要は以

下の図表 2-34 の通りである。なお、より詳細な設問情報については、参考資料を参照され

たい。 

 

図表 2-34 アンケート設問の概要 

 

（出所）NRI 作成 

 

アンケート対象事業者については、通信業に関する市場調査レポートである、『2021 コ

ミュニケーション関連マーケティング調査総覧（富士キメラ総研）』に記載されている企

業のうち、省エネ法定期報告の対象となる特定事業者 42 社を調査対象とした。調査票の配

布については、通信業に関連する業界団体である、電気通信事業者協会（TCA）及び日本

クラウド産業協会（ASPIC）の 2 団体に協力を依頼した他、2 団体の会員ではない企業に

ついては、事務局より個別にアンケートを配布した。 

 

2） 調査結果 

固定通信事業を営む事業者からは、全国的にサービスを展開する大規模事業者や、地域

PNJ（パワー・ネッツ・ジャパン・グループ）等計 10 社、移動体通信事業を営む事業者は

４社で、合計 12 社1からの回答が得られた（回収率 29%）。なお、本調査の母集団である

42 事業者の中には、実際には通信施設を所有していない事業者も含まれていることや、回

答いただいた 12 事業者の中には主要事業者が含まれていることを踏まえると、本検討にあ

たって十分な回答数を得ることができたと考えられる。なお、固定通信事業を営む 10 社の

うち 2 社は、移動体通信事業も営んでおり、その施設構成はその他の固定通信事業者と異

 
1 回答事業者のうち、2 事業者については、固定通信・移動体通信の両方を営んでいるた

め、固定・移動体それぞれの回答事業者数の合計と合致しない。 
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なっていることから、分析に当たっては、当該事業者を移動体通信事業者の分析で取り扱

い、固定数新事業者に関する分析からは除外した。 

 

I. 施設規模別の所有数・エネルギー使用量（対象施設要件を定めるための分析） 

はじめに、所有する事業所について、施設規模別にどの様な所有数・エネルギー使用量

となっているかについて分析を行った。ネットワークセンター等における規模別の分類方

法としては、省エネ法定期報告で既に用いられている区分を援用することで、「①面積規

模（IT・通信機器設置室の面積）」及び、「②原油換算のエネルギー使用量」の２通りの方

法を候補に分類を行った。なお、「①面積規模（IT・通信機器設置室の面積）」については

データセンター業のベンチマーク制度において、IT 機器設置室の面積が 300 ㎡以上の施設

のみを PUE 測定の対象としていることを参考にした。また、「②原油換算のエネルギー使

用量」については、省エネ法のなかで、原油換算で 1,500kl/年以上使用している事業所は

エネルギー管理指定工場とされていることを参考にした。ただし、面積規模については、

把握していない事業者が多かったため、IT・通信機器設置室面積を把握しておらず、延床

面積は把握している事業者については、延床面積で代替して集計を行った。 

 

まず、固定通信事業者８社の場合、IT・通信機器設置室を把握している事業者は２事業

者、IT・通信機器設置室面積を把握しておらず、延床面積を把握している事業者は２事業

者、いずれも把握していない事業者が４事業者であった。いずれかの面積規模を把握して

いる事業者における施設構成としては、300 ㎡未満の比較的小規模な事業所が、93%と大

部分を占める結果であったが、エネルギー使用割合では、300 ㎡以上の事業所が 92%を占

める結果となった。

 

図表 2-35 面積規模別の施設構成 

  

（出所）アンケート結果より作成 

 

図表 2-36 面積規模別のエネルギー使用割合 

（出所）アンケート結果より作成

回答事業者数：4 回答事業者数：4 
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また、エネルギー使用量については、全８事業者が把握しており、施設構成としては

1,500kl/年未満の事業所が 99%を占める結果であったが、エネルギー使用割合では

1,500kl/年未満の事業所の割合が 72%まで低下するという結果となった。 

 

図表 2-37 エネルギー使用量別の施設構成 

 

（出所）アンケート結果より作成 

 

図表 2-38 エネルギー使用量別のエネルギー使用割合 

 

（出所）アンケート結果より作成 

なお、エネルギー使用割合について、面積規模別の 300 ㎡以上の施設（92%、図表 2-36）

とエネルギー使用量別の 1,500kl/年以上の施設の割合（28%、図表 2-38）に大きな差があ

るが、面積規模を把握していない事業者が 4 事業者存在し、面積規模別のエネルギー使用

量のサンプル数が 4 事業者と小さいことが原因である。 

 

次に、移動体通信事業者４社の場合、全ての事業者が事業所の IT・通信機器設置室及び

延床面積を把握していなかった一方で、全４事業者が 1,500kl/年以上の事業所とそれ以外

の事業所を区分して管理していた。施設構成について回答があった３事業者の回答を分析

すると、施設構成としては基地局が施設数ベースで 100%近い値となる一方で、エネルギ

ー使用割合では基地局が 60%となり、1,500kl/年以上の事業所が 32%、1,500kl/年未満の

事業所が８%であった。なお、いずれの事業者においても 1,500kl/年以上の基地局は存在

しなかった。 

 

回答事業者数：8 回答事業者数：8 
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図表 2-39 移動体通信の事業所構成 

 

（出所）アンケート結果より作成 

図表 2-40 移動体通信のエネルギー使用割合 

 

（出所）アンケート結果より作成 

 

回答事業者数：3 

回答事業者数：3 
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図表 2-42 データセンターにおけるエネルギー面積効率の分布 

 
（出所）令和 4 年度事業アンケート結果より作成 

 

図表 2-42 に示す通り、100～300 ㎡のネットワークセンター等における面積効率は、

IT・通信機器設置室面積と延床面積いずれの場合も 0.2～0.5 kl/(年・㎡)程度であった。他

方で、図表 2-42 に示す通り、データセンターにおける面積効率はその多くが 100～300 ㎡

のネットワークセンター等における水準である 0.2～0.5 kl/(年・㎡)よりも大きいことが明

らかとなった。従って、ネットワークセンター等では、同じ面積のデータセンターと比較

してエネルギー使用量が小さく、データセンター業におけるベンチマーク制度において対

象となっている 300 ㎡以上の施設を対象とした場合、エネルギー使用量が小さい施設まで

対象となり、事業者負荷が増大してしまうことが懸念される。 

ただし、仮に 1,500kl/年以上の施設のみを制度の対象を限定した場合、エネルギー使用

量ベースでのカバー率は固定通信事業者では 28%、移動体通信事業者では 32%となる。移

動体通信事業者については、エネルギー使用量ベースで 60%を占める基地局を別途指標の

対象とすることを検討する。他方で固定通信事業者についてはその施設構成等についてさ

らなる深掘り調査が必要である。 

 

II. ネットワークセンター等における PUE の計測実態（目標水準に関する分析） 

通信事業者のうち、一部の施設においてでも PUE を計測している事業者は、固定通信事

業者３事業者、移動体通信事業者１事業者と非常に少ない状況であった。固定通信事業者

については、データセンターを多く運営する事業者において、データセンター業における

ベンチマーク目標である 1.4 を下回る水準の事業所も存在したが、当該事業者を除けば固
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図表 2-44 基地局に関する調査項目の回答状況 

 

（出所）NRI 作成 
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IV. 基地局におけるエネルギー使用量とトラヒック量（中継パケット交換機相当）の相関 

基地局におけるベンチマーク指標の生産数量として、トラヒック量（中継パケット交換

機相当）を用いることができる可能性があるかを検討するため、基地局におけるエネルギ

ー使用量とトラヒック量（中継パケット交換機相当）の相関について分析を行った。ただ

し、４事業者中２事業者については基地局のエネルギー使用量とトラヒック量（中継パケ

ット交換機相当）のいずれかについて回答が得られなかったため、定期報告や公開情報等

から得られる情報に基づき推計を行った上で比較を行った。それぞれの推計方法は下記の

とおりである。 

 

基地局におけるエネルギー使用量 

定期報告における報告値より下記の値を基地局のエネルギー使用量と推計した。 

事業者全体のエネルギー使用量-指定工場（1,500kl 以上の事業所）のエネルギー使用量 

 

トラヒック量（中継パケット交換機相当） 

総務省による調査（携帯電話及び全国 BWA 調査）より、 

１ヶ月間の全契約の総トラヒック（携帯電話）を用いて単位換算を行った。 

 

回答結果及び推計結果をもとにした、基地局のエネルギー使用量とトラヒック（中継パ

ケット交換機相当）の回帰式は図表 2-45 の通りであった。決定係数（R2）の値は 0.87 と

なっており、両者の相関性は高いことが明らかとなった。従って基地局において、エネル

ギー使用量との相関性という観点からは、トラヒック量（中継パケット交換機相当）を生

産数量としたベンチマーク指標を導入することは妥当といえる。ただし、現状用いている

値には推計値が含まれていることから、指標を導入する際は、さらなる調査を行うことで、

より実態に近い値を用いて目標水準を決定する必要がある。また、今回収集したトラヒッ

ク量の測定定義や粒度についても各社で整合性が取れているかについて検討する必要があ

る。 
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図表 2-45 基地局のエネルギー使用量とトラヒック（中継パケット交換機相当）の回帰式 

 
（出所）アンケート結果より作成 

 

2.3.2.3. ヒアリング調査  

ベンチマーク指標の有力な候補（PUE、通信業におけるエネルギー使用量/トラヒック

量）について、省エネ取り組みとの相関性や、各指標の算出可能性等について明らかにす

べく、国内の通信事業者６社に対してヒアリングを行った。その結果、事業者から挙がっ

た主な意見は次の通りであった。 
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＜基地局以外の局舎等における規模別の区分＞ 

 原油換算 1,500kl/年以上の事業所は省エネ法上の扱いが異なるため、他の事業所と

分けて管理・区別している。【全事業者】 

 IT・通信機械室の面積を算出できるかは不明だが、ビル全体のフロア面積等は把握

している。【移動体事業者 A・B】 

 IT・通信機械室の面積についても把握している。【移動体事業者 C】 

 床面積および、IT・通信機器設置室面積は把握していない。【移動体事業者 D】 

 

＜基地局以外の局舎等における PUE の計測可否＞ 

 原油換算 1,500kl/年以上等の事業所に限定すれば PUE を測定することは可能である

が、細部がデータセンターと異なるため、JDCC ガイドラインが適用可能かは要検

証である。【移動体事業者 A】 

 計測機器を現状では設置していない事業所もあるため、制度開始後に対応する必要

がある。【移動体事業者 C】 

 所有しているビルについては、PUE の計測・計算が可能。【固定事業者 E】 
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 PUE の算出は行っていないが、管理を委託している事業者が類似の指標を算出して

いるため、一定規模以上の事業所に限定すれば、PUE の計測・計算は可能ではない

か。【固定事業者 F】 

 原油換算 1,500kl/年以上の施設であっても一部の施設は放送用途やオフィス用途で

使用しており、PUE の計測ができない場合がある。【移動体事業者 D】 

 

＜原油換算 1,500kl/年以上の施設の属性と展望＞ 

 原油換算 1,500kl/年以上の施設は都市圏に複数施設ずつと、県庁所在地等に所在し

ており、中継局として機能することが多い。特に都市圏では激甚対応の一環として

通信の２ルート化を図るため複数施設を設置している。【固定事業者 A】 

 設備構成については原油換算 1,500kl/年以上の施設と原油換算 1,500kl/年未満の施

設で大きく変わることは無い。【固定事業者 A】 

 原油換算 1,500kl/年以上の施設のエネルギー使用割合の展望について、現時点では

不明だが、自社局舎への集約等により増加する可能性が高い。【固定事業者 A】 

 

＜トラヒックの計測方法＞ 

 基本的に SNMP を用いて測定している。【移動体事業者 A・C】 

 コアノードと呼ばれる計測ポイントなど、計測ポイントは複数ある。【移動体事業

者 B】 

 総務省に報告している集計方式であれば、細部の方法は各社で異なるが、集計結果

大きな違いは出ないのではないか。【移動体事業者 D】 

 

＜トラヒック計測方法の統一可否＞ 

 インターネットに出ていくものをトラヒック量というのか、ビル間の通信等を合算

したものをトラヒック量とするのか、「総トラヒック量の定義」が必要。【移動体事

業者 A・固定事業者 F】 

 トラヒック量の計測方法は機密情報に該当するため、詳細な方法は開示できない。 

【移動体事業者 B】 

 詳細な測定方法は異なっている可能性はあると考えられるが、移動体通信に限れ

ば、計測結果自体はそこまで大きく影響されないと考えているため、総務省が調査

で使用しているような定義が用いられるのではないか。【移動体事業者 D】 

 

＜生産数量としてのトラヒックの妥当性＞ 

 グループ内・エリア内で完結するトラヒック等が、定義から抜け落ちる可能性があ

る。【移動体事業者 A・C・固定事業者 F】 

 トラヒック量の定義を決定した場合でも、技術の進歩によって適切なトラヒックル

ートが変わり、新たな定義が必要になる可能性がある。【固定事業者 F】 
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（出所）NRI 作成 

 

２） 勉強会で挙がった主なご意見 

 第一回委員会では、ベンチマーク制度対象企業・ベンチマーク指標の設定について下記

のようなご意見があった。 

 

 

第二回委員会では、ネットワークセンター等のベンチマーク制度対象化に向けた調査・

検討について、下記のようなご意見があった。 

 

＜PUE 導入時の課題（制度対象となる事業所の定義）＞ 

 基地局については、小規模な施設が多いことや、IT 機器と空調機器の電源を分離し

ていないことも多いこと、エネルギー使用量を定格容量から推計している施設も多

いことを踏まえると、PUE の測定にそぐわないのではないか。 

 測定による事業者負荷もあるため、一定以上の規模を超える事業所を PUE 計測の

対象とすることが現実的ではないか。 

 

＜トラヒック量の計測方法＞ 

 特に固定通信においてはトラヒック量の測定が非常に大変である。 

 移動体通信においては比較的測定が容易ではあったが、5G によって通信の出口が

複雑化し、多方向性が生じたため、計測が難しくなってきている。 

➢ 移動体通信については、総務省が集計している「中継パケット交換機相当」に

おけるトラヒック量であれば一定の精度が担保されるのではないか。 

➢ 「中継パケット交換機相当」ではクラウドサービスに抜けていくトラヒックが

捕捉できない可能性があるため、「加入者パケット交換機相当」の方がより実

態に即した指標になるのではないか。 

 

＜基地局に対するベンチマーク指標＞ 

 トラヒック量（中継パケット交換機相当、加入者パケット交換機相当）以外の指標

候補としては、TCA エコロジーガイドラインに基づく評価や、定格容量、定格出力

による評価も考えられるのではないか。 

 ベンチマーク指標という形で評価することが難しい場合、再生可能エネルギー使用

割合での評価や、事業者表彰や機器の表彰などベンチマーク制度以外の方法も多角

的に検討すべきではないか。 

＜PUE の測定対象となる施設の要件＞ 

 今後、施設の集約化がすすみ年間 1,500kl 以上の施設が使用するエネルギー使用量

は増加する可能性も高いため、PUE の測定対象とする施設要件としては年間
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1,500kl 以上の施設で問題ないのではないか。 

➢ ただし、クラウド事業者への仮想化が進み、大規模施設のエネルギー使用割

合が減少する可能性もあるため、事業者の意見も踏まえて決定するのが良

い。 

➢ エネルギー使用割合のみではなく、事業所の所在地や役割に違いがあるかを

確認した上で要件を定めていただきたい。 

 大規模なネットワークセンター等におけるベンチマーク指標として PUE が有力と

いう点については同意だが、導入有りきではなく事業者の感触も踏まえて導入要否

を検討していただきたい。 

 

＜PUE の目標水準＞ 

 ネットワークセンター等では、データセンターと異なりコールドアイルが設計され

ていないなど、構造的な要因も大きいため、データセンターと同じ PUE1.4 を目標

値とするのは現実的では無いと考えられる。 

➢ 先端的なネットワークセンター等では PUE1.4 を目指すことができると考え

られが、古い施設を所有する事業者も多いため、厳しい目標となるのではな

いか。 

➢ 一般的なネットワークセンター等では PUE が 2.0 よりも大きい数字になるこ

ともあるため、2.0 よりも少し悪い程度の目標でも十分な目標となるのではな

いか。 

➢ 上位 1～2 割の優秀な事業者を評価するというベンチマーク制度の目的に立ち

返ると、ある程度厳しい目標値として PUE1.5 や 1.6 程度を目標とするという

考えもあるのではないか。 

 現状で計測を行っていない事業者も多いため、制度導入後の初年度は目標水準を設

定せず、計測した値のみを報告し、報告値を踏まえて目標水準を設定するという方

法も有るのではないか。 

 

＜基地局に関する指標および目標水準＞ 

 中継パケット交換機相当におけるトラヒック量については、ベンチマーク指標にお

ける生産数量と成りうるのではないか。 

➢ トラヒック量には「月間平均値か最繁時か」や、「上りのみか、下りのみか、

上下合計値か」といった区分があるが、各社のトレンドに大きな違いはない

ため、いずれの値を用いても良いのではないか。 

 トラヒック量の定義が共通化できない場合、契約者一人あたりのエネルギー使用

量も生産数量の候補になりうるのではないか。 

➢ 総務省が集計している移動体通信事業者におけるトラヒック量であれば、事

業者間である程度統一できているのではないか。 
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2.3.2.5. ネットワークセンター等のベンチマーク制度対象化に向けた方向性 

1） 本年度の検討のまとめと課題 

 「ネットワークセンター等の実態把握」及び「業界・有識者による勉強会の開催」から

得た情報をもとに、ベンチマーク制度対象化に向けた方向性を取りまとめた。 

ネットワークセンター等のベンチマーク制度対象化に当たっては、大きく分けて 2 つの

論点（「ネットワークセンター業のベンチマーク制度対象化は可能か」、「適切なベンチマ

ーク指標の目標水準はどの程度か」）を明確にする必要がある。今年度の検討では、主に

「論点①：ネットワークセンター業のベンチマーク制度対象化は可能か」という観点につ

いて、検討を行った。 

 

 TCA エコロジーガイドラインは、機器導入時の参考として作成しているため、実

測に関する把握が進んでいないことは想定の範囲内である。 

 移動体通信事業者のなかでは、仮想化技術の実装状況に大きな違いがある。基地

局におけるエネルギー使用量については大きな影響を与えない可能性もあるが、

指標化する際は実態を捉えながら検討する必要がある。 

 

＜移動体通信事業に対する評価＞ 

 制度対象となる移動体通信事業者は、大手事業者に限定されるため、制度として

の厳格さの重要性は低く、簡易な指標が良いのではないか。 

 トラヒック量について、統一的な計測が可能かを判断した上で、生産数量をトラ

ヒック量とするのか契約者数とするのかについて検討を行うのが良いのではない

か。 

 前年比によって評価する方法も有るのではないか。 
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次に、論点①-B に関して、「業界共通のベンチマーク指標を設定できるか」については、

昨年度までの調査状況を踏まえ、移動体通信事業者の基地局と、基地局以外の局舎等につ

いて、それぞれ別の指標を検討するのが良いとの考え方より、「基地局以外の局舎等」に

ついては、PUE を、基地局についてはトラヒック量、定格出力、定格容量、TCA エコロ

ジーガイドラインを候補と想定し、それらの把握実態についてアンケート調査を実施した。

さらに精査を行うため、通信事業者に対するヒアリング調査等を実施した。調査の結果は

図表 2-48 の通り、基地局以外の局舎等では「PUE」が、基地局では「トラヒック量当たり

のエネルギー使用量」や「契約者数あたりのエネルギー使用量」が有力なベンチマーク指

標候補としてさらに絞り込まれた。 

 

図表 2-48 施設ごとのベンチマーク指標候補 

 

（出所）NRI 作成 

 

基地局以外の局舎等におけるベンチマーク指標候補である「PUE」はデータセンター業

界では国内外問わず広く普及している指標である。算出方法の ISO 化も既に行われており、

業界としても標準的なガイドラインが発行されているため、業界標準の指標とするには有

力な候補と考えられる。ただし、PUE に関しては 2 つの留意点について指摘がなされた。

１つ目の留意点は、「通信事業者が所有する大小様々なネットワークセンター等全てを

PUE の計測対象とすることは現実的ではないのではないか」という点である。データセン

ター業におけるベンチマーク指標を導入した際も、事業者負荷の軽減という観点から、IT

機器設置室面積が 300 ㎡未満のデータセンターについては、計測対象から除外するという

規定が設定されている。通信業においても、現状ではほとんどのネットワークセンター等

で PUE の計測が行われていないこととから、類似する要件の設定は必要であるが、ネット

ワークセンター等は自社用途で使用している割合も高いことから IT・通信機器設置室面積
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2） 今後の検討の方向性 

I. ベンチマーク指標の設定 

今年度の検討では、通信事業者が持つ施設を、基地局以外の局舎等と基地局に分類した

上で、基地局以外の局舎等については PUE、基地局についてはトラヒック量あたりのエネ

ルギー使用量を有力な指標として選定した。今後はこれらの指標案について、検討課題を

精査した上で、制度導入可否の検討を行う。 

まず基地局以外の局舎等における PUE に関する検討課題としては、①計測負荷、②計測

方法、③目標水準、④データセンターとの区分の４点が挙げられる。①計測負荷について

は、現状では通信事業者の多くが PUE を把握していないため、制度導入による事業者に対

する計測負荷が高いことが課題である。そのため、本年度の検討では PUE の計測対象施設

を原油換算で 1,500kl/年以上を使用している施設に限定する案について検討を行った。

1,500kl/年以上の施設に限定した場合、エネルギー使用量ベースでのカバー率は現状では

30%程度であるものの、特に固定通信事業者において施設の集約化の余地があるため、カ

バー率が上昇する可能性が指摘されている。今後は事業者に対して、1,500kl/年以上の事

業所に限定すれば PUE の計測を行うことができるかという点と、1,500kl/年以上の事業所

によるエネルギー使用量の増加する可能性があるかについて、より詳細な検証を行う必要

がある。 

また、②計測方法として、局舎等における PUE 測定方法の規定が必要となる。データセ

ンターにおけるベンチマーク制度においては、日本データセンター協会が発行している

「PUE 計測・計算方法に関するガイドライン ベンチマーク制度対応版」に基づいて、

PUE が計測・計算されているが、局舎等において、当該ガイドラインをそのまま適応可能

かについて、検証を行う必要がある。 

次に、③目標水準として、局舎等における PUE の目標値として妥当な水準を定める必要

がる。今年度の調査では、データセンター業で導入されている目標値である 1.4 の導入は

難しいということが示唆されたが、現状で PUE を計測している局舎等の事例が少なく、ネ

ットワークセンター等における PUE 水準を決定するのに十分なデータが得られなかった。

そのため、ネットワークセンター等の標準的な設備構成の想定をもとに、PUE の目標水準

について検討を行う必要がある。 

最後に④データセンターとの区分として、データセンターと併用している局舎等につい

て、どの様に報告するかを検討する必要がある。今年度の調査において、局舎等では IT・

通信機器設置室面積や延床面積の把握が行われていない実態が明らかとなったため、どの

様な方法で按分することが可能か等について、調査を行う必要がある。 

対して、基地局におけるトラヒック量あたりのエネルギー使用量については、計測方法

の詳細について、検証を行う必要がある。本年度の調査において、全ての移動体通信事業

者が総務省に対し、中継パケット交換機相当で計測したトラヒック量を報告していること

が明らかになった。他方で、細かい計測方法は事業者によって異なることが指摘されてい
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るため、計測方法の差異が計測結果に与える影響の大きさを検証するとともに、差異が許

容できない場合は計測方法を規定することが可能かについて検討するとともに、トラヒッ

ク量と相関があり、定義が容易な項目（契約者数等）も候補として検討する必要がある。 

 

II. 移動体通信における評価方法 

仮に、基地局以外の局舎等の指標として PUE を、基地局に関する指標としてトラヒック

量あたりのエネルギー使用量を導入した場合、基地局以外の局舎等と基地局の両方を所有

している移動体通信事業者については２つの指標の対象となりうる。従って、それぞれの

指標についてどのような結果となった場合、ベンチマーク目標達成とみなすかについて、

検討を行う必要がある。今年度の調査では、評価方法に係るオプションとして、１つの指

標のみで評価を行う「単一指標」、２つの指標それぞれを独立して評価する「複数指標」、

２つの指標を組み合わせた値で評価を行う「複合指標」という３つの観点から検討を行っ

た。各指標の詳細については図表 2-50 のとおりである。 

 

図表 2-50 移動体通信事業者における評価方法に係るオプション 

 

（出所）NRI 作成 

 

このうち、複数指標（案②・案③）については、計測した PUE が結果的に評価対象にな

らない（案②）ことや、目標達成が非常に難しくなる（案③）ことから、他の案に劣後す

ると考えられる。事業者の負荷軽減という観点では、単一指標（案①）が望ましいが、今

後仮想化技術の普及等で、基地局と基地局以外の局舎等の境界が曖昧になってきた場合、

適切な評価が行なえない可能性が指摘されている。また、複合指標（案④）については、

算出が煩雑となることが指摘されている。今後、基地局における今後の動向等に調査を行
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いながら、単一指標（案①）と複合指標（案④）のいずれが適切か検討を行う必要がある。 

なお、仮に複合指標を導入する場合、PUE とトラヒック量あたりのエネルギー使用量を

どのように組み合わせるかについて検討を行う必要がある。今年度の検討では、組み合わ

せ方法についてそれぞれの達成率を単純に合計する「単純合計」、それぞれの達成率にそ

れぞれのエネルギー使用割合を乗じた値を合計する「エネルギー使用量補正」、一定の値

で達成率を補正する「簡易補正」という３つの観点で検討を行った。それぞれの指標案に

関する詳細は図表 2-51 のとおりである。 

 

図表 2-51 複合指標における指標の組み合わせに係るオプション 

 

（出所）NRI 作成 

 

このうち、単純合計（案①）については、簡易的に算出できる一方で、事業者のエネル

ギー使用割合の実態を踏まえない指標であるため、他の案に劣後すると考えられる。事業

者の負荷軽減という観点では、簡易補正（案③）が望ましいが、より正確に事業者のエネ

ルギー使用割合を反映した指標とするためにはエネルギー使用量補正（案②）が望ましい

ことと、類似の指標が電力供給業において導入されており、エネルギー使用量補正（案②）

は過度に複雑な式であるとは言えないことから、「複合指標」によって評価を行う場合は、

エネルギー使用量補正（案②）が望ましいと考えられる。 
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2.3.3. 自動車製造業のエネルギー消費の実態把握及びベンチマーク対象化に向けた精査3 

本調査では自動車製造業におけるベンチマーク対象化に向けた検討を行うにあたって、

必要となる情報の精査を実施した。 

令和 3 年度の工場等判断基準ワーキンググループ中間取りまとめ(以降、中間取りまと

め)4では、自動車製造業のベンチマーク対象化が検討されており、車体製造・組立工程を

対象とするベンチマーク指標が提案された。他方で、中間取りまとめでは、将来の検討事

項として、①エネルギー捕捉率向上のためにエンジンを含む部品製造工程を対象としたベ

ンチマーク指標の検討、②車体製造・組立工程のベンチマーク指標の将来における妥当性

が指摘されている。それぞれの検討事項の共通の論点として、動力源構成の変化がベンチ

マーク指標に与える影響を分析する必要あるため、将来の動力源5構成を試算し、動力源の

変化に伴う各製造工程におけるエネルギー使用量の変化を推計し、自動車製造業のベンチ

マーク指標対象化への示唆を得た。 

まず、動力源構成の将来の見通しが必要なため、2030 年と 2050 年の日本の動力源別自

動車生産台数の推計を行った。推計にあたっては、技術の進展状況が異なる 2 つのシナリ

オに基づき分析を行ったが、いずれのシナリオにおいても電動化が進むとの結果が得られ

た。 

次に、動力源の変化に伴う製造工程におけるエネルギー使用量の影響を検証するために、

動力源別・工程別のエネルギー使用量を推計した。推計の結果、電動化の進展とともに、

自動車 1 台あたりのエネルギー使用量は大きくなることが示唆された。工程別に見ると、

車体製造・組立工程のエネルギー原単位は大きく変化しないが、バッテリー製造における

エネルギー原単位は増加するとの結果が得られた。 

そして、推計結果より将来に向けてバッテリー製造工程が新たなベンチマーク指標の候

補となり得ることから、バッテリー製造工程について検討すべき事項を考察した。今後、

調査にあたっては、1.事業者の特定、2. バッテリー製造における工程の特定、3.輸入の状

況などを把握する必要があることが明らかになった。 

 

 
3 本節の事業遂行および報告書作成は、野村総合研究所(NRI)より委託を受けた日本エネル

ギー経済研究所(IEEJ)が担当した。 

4 経済産業省(2022)「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エ

ネルギー小委員会工場等判断基準ワーキンググループ中間取りまとめ」 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/pdf/2

0220324_1.pdf 

5 本調査における動力源とは、ガソリン・ディーゼル車や EV などパワートレインの違いに

よる車種を指す語として用いる。 
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2.3.3.1. 現状と情勢の変化 

1） 中間取りまとめにおける議論の整理と本調査の目的 

中間取りまとめにおいて、自動車製造業のベンチマーク対象化が検討されており、以下

図表 2-52 の通りベンチマーク指標が提言されている。 

 

図表 2-52 自動車製造業のベンチマーク指標の概要 

対象 事業者：主に乗用車を製造する事業者 

対象プロセス：車体製造・組立工程 

指    標：エネルギー消費原単位×補正係数 

（「普通自動車・小型自動車」「軽自動車・

軽トラック等」の２区分考慮） 

（出所）経済産業省(2022)「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分

科会省エネルギー小委員会工場等判断基準ワーキンググループ中間取りまとめ」6より IEEJ

作成 

 

ベンチマーク指標は、主に乗用車を製造する事業者における車体製造・組立工程を対象

としている。車体製造・組立工程とは、プレス加工工程から検査・出荷工程までを指す。

工程別エネルギー使用量をみると、塗装工程が最も大きく車体製造組立工程のエネルギー

使用量の 65%を占める。次いで、溶接工程の 15%、車体組立工程の 10%、プレス加工工

程の 8%、検査・出荷工程の 1%と続いている。 

 

図表 2-53 車体製造・組立工程におけるプロセス別エネルギー使用量 

 

（出所）経済産業省(2022)「総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分

科会省エネルギー小委員会工場等判断基準ワーキンググループ中間取りまとめ」7より IEEJ

抜粋 

 
6 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/kojo_handan/pdf/2

0220324_1.pdf 

7 同上 
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他方で、中間取りまとめにおいては、将来に向けて検討すべき点が 2 点あると指摘され

ている。 

1 点目は、ベンチマーク指標のエネルギー捕捉率の問題である。中間取りまとめにおい

て提言されたベンチマーク指標によって補足されるエネルギー使用量は、全体の約 35%に

留まる。中間取りまとめでは、「エネルギー捕捉率向上のため、部品製造工程を対象にし

たベンチマーク指標を別途設定する方法も考えられる」とある。しかし、エンジンを含む

部品の内製/外製の生産比率が事業者間で異なり、比較が難しいことから、ベンチマーク指

標の対象プロセスを車体製造・組立工程に限定した。さらに、部品製造工程のみを対象と

するベンチマーク指標についても、品目の多さや、今後の EV の生産拡大などの事業環境

の変化が見込まれることから、ベンチマーク指標の設定を見送った経緯がある。 

2 点目は、車体製造・組立工程のベンチマーク指標の将来における妥当性の検討である。

中間取りまとめでは、「今後の電動化の進展等により、指標と実態に乖離が生じた場合に

は、必要に応じて見直しを行うこととする」との方針が示されており、電動化による影響

を踏まえたベンチマーク指標の検討が必要であることを示唆している。 

このように中間取りまとめでは、エンジンを含む部品製造工程、車体製造・組立工程の

ベンチマーク指標のいずれにおいても、動力源構成の変化がそれぞれのベンチマーク指標

に与える影響を分析する必要性を指摘している。 

そこで、本調査では電動化の進展が自動車製造業のベンチマーク指標に与える影響を明

らかにするために、将来の動力源構成を試算し、動力源の変化に伴う各製造工程における

エネルギー使用量の変化を推計する。その上で、今後、自動車製造業のベンチマーク対象

化を検討するにあたって必要な示唆を得る。 

 

2） 自動車製造業の動力源構成と見通し 

中間取りまとめにおいて、令和２年度の自動車製造業における動力源別の生産構成が示

されている。令和 2 年度における動力源別の生産構成は、ガソリン・ディーゼル車が最も

大きく 72.5%を占めており、次いで、HV(ハイブリッド車)の 25%、PHV(プラグインハイ

ブリッド車)の 1.9%、EV(電気自動車)の 0.5%、FCV(燃料電池自動車)の 0.1%と続いてい

る。 
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直近において、既に動力源構成の変化が生じていることが明らかになったが、長期的な

見通しにおいても同様の傾向であるか確認する。世界全体における動力源別の新車販売台

数構成の見通しは、レファレンスシナリオ10において、ガソリン・ディーゼル車のシェア

は 2030 年に 56%、2050 年には 33%と、足元の半分程度のシェアになると推計されている

11。また、技術進展シナリオ12においては、2030 年に 30%、2050 年には 5%と試算されて

いる。 

これらの予測から、電動化に伴いガソリン・ディーゼル車の割合が減少することが窺え

る。他方で、上記の予測は全世界を対象としたものであり、日本国内のみが対象ではない。

また、上記の予測は新車販売台数の予測であるが、新車販売台数と生産台数は、完成車の

輸出入が存在するため、台数が乖離する。ベンチマーク指標は国内での自動車製造に係る

エネルギー使用量を対象としていることから、新車販売台数ではなく、生産台数であるこ

とが望ましい。そのため、次のような仮定を置いて、日本における動力源別の生産台数の

見通しを推計した。 

 動力源別の構成比の見通しは日本エネルギー経済研究所(2023)のレファレンスシナ

リオおよび技術進展シナリオと同様であると仮定 

 日本における新車販売台数は日本自動車工業会(2022)13の BAU ケースの値を用いる 

 生産台数は新車販売台数に新車販売台数と製造台数の比を乗じることで試算 

 

日本における動力源別生産台数の推計結果は以下の図表 2-56 の通りである。 

 

 
10 レファレンスシナリオとは、過去の趨勢および現在までのエネルギー・環境に係る政

策・技術等に従って作成された将来の見通しである。なお、政策や技術等については現状

に固定されるものではなく、これまでの延長上で見込まれる政策等の効果を織り込んでい

る。 

11 日本エネルギー経済研究所(2023)「IEEJ Outlook 2023」 

https://eneken.ieej.or.jp/data/10585.pdf 

12 技術進展シナリオとは、世界のすべての国において、エネルギー・環境政策等が強力に

実施され、それが最大限奏功すると想定した場合の将来の見通しである。 

13 日本自動車工業会(2022)「2050 年カーボンニュートラルに向けたシナリオ分析」 

https://www.jama.or.jp/operation/ecology/carbon_neutral_scenario/PDF/Transitioning_to

_CN_by_2050A_Scenario_Based_Analysis_JP.pdf 





87 

 

図表 2-57 ガソリン・ディーゼル車(内燃機関車)と EV の部品点数 

 

（出所）間瀬貴之(2021)「電動車と内燃機関車の製造と走行に伴う GHG 排出量評価-事

業用火力発電比率に応じた比較分析-」16より IEEJ 作成 

 

ガソリン・ディーゼル車と EV 間や、HV・PHV・EV 間において部品点数の違いはある

ものの、車体製造・組立工程では、ガソリン車と EV を同一ラインで生産する混流生産が

一般的である。例えば、図表 2-58 に見られるように、ガソリン車と EV との共通フローに、

EV のみに必要な電池パックなど EV 専用コンポーネントの組立工程を外挿することによっ

て、混流生産を行っている。 

 

 
16 間瀬貴之(2021)「電動車と内燃機関車の製造と走行に伴う GHG 排出量評価-事業用火力

発電比率に応じた比較分析-」, 電力中央研究所 研究資料 

https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/research/files/35/pdf/Y21503.pdf 

単位:点,%

部品名

ガソリン・

ディーゼル

車

EV 部品増減率

エンジン部品 6,900 0 -100%

電装品・電子部品 3,000 900 -70%

駆動・電動及び操縦装置部品 5,700 3,600 -37%

懸架・製造装置部品 4,500 4,500 0%

車体部品 4,500 4,500 0%

その他の部品 5,400 5,400 0%

合計 30,000 18,900 -37%
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図表 2-58 混流生産の事例 

 

（出所）野中・大久保(2013)「EV の生産における組立技術」17より IEEJ 抜粋 

 

部品点数の差異によるエネルギー使用量の変化を検証するには、動力源別かつ工程別の

エネルギー原単位(一台あたりのエネルギー使用量)が必要となる。このようなデータが公

表されていないか複数の有識者18へヒアリングを行ったところ、日本国内を対象としたデ

ータについては、公表されていない可能性が高いとの示唆を得た。他方で、米国を対象と

した同様のデータが存在しており、こちらを用いる選択肢が示された。ヒアリング結果を

受け、本調査では動力源別かつ工程別のエネルギー原単位は、米国のデータを用いて推計

することにした。 

米国のデータは、アルゴンヌ国立研究所（Argonne National Laboratory、以降 ANL）が

開発した GREET モデル(The Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in 

Technologies Model)によるものである。GREET モデルでは、動力源別・工程別のエネル

ギー原単位の値を得ることができる。 

図表 2-59 に GREET モデルにおけるエネルギー原単位を示す。 

 

 
17 野中幹雄・大久保晋(2013)「EV の生産における組立技術」, 計測と制御, 第 52 巻第 1 号

2013 年 1 月号 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl/52/1/52_41/_pdf 

18 ヒアリングは国内の研究者および国際機関などに対して行った。 
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他方で、バッテリー製造工程におけるエネルギー使用量は、増加が見込まれるとの結果

が得られた。推計結果を踏まえた場合、今後の自動車製造業における電動化の進み方にも

よるが、将来に向けて重要性が高まるであろうバッテリー製造工程が新たなベンチマーク

指標の検討候補となり得る。バッテリー製造工程をベンチマーク指標の検討候補とする場

合、1.事業者の特定、2. バッテリー製造における工程の特定、3.輸入の状況を考える必要

がある。 

 

1.事業者の特定 

車体製造・組立工程の場合、事業者は OEM が中心である。他方で、バッテリー製造工

程の場合、必ずしも OEM が内製化しているとは限らず、OEM 以外の事業者がバッテリー

を製造するなど、事業者が多岐に渡る可能性がある。 

 

2.バッテリー製造における工程の特定 

事業者の特定を行うにあたっては、バッテリー製造における工程の有無などについても

検討する必要がある。バッテリー製造においては原材料調達・製造(特に、正極・モジュー

ル製造部分)に係る工程でエネルギー使用量が大きいことが指摘されている27。したがって、

事業者がバッテリー製造においてどの工程を有しているかの把握が必要となる。 

 

 
27 経済産業省(2023)「蓄電池のカーボンフットプリント 蓄電池のサステナビリティに関

する研究会」 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/chikudenchi_sustainability/pdf/004_

03_00.pdf 
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3.輸入の状況 

上記で見た通り、バッテリー製造は複数の工程が存在する。複数の工程が存在する場合、

セル製造やモジュール製造を海外で行っている可能性も考えられため、輸入の状況につい

ても把握する必要がある。 

 

2） 調査すべき事項・継続的に観察すべき事項 

本調査における推計では、車体製造・組立工程のエネルギー原単位は米国の GREET モ

デルによるものを 2030 年および 2050 年の試算に用いた。そのため、ガソリン・ディーゼ

ル車から EV への生産転換といった動力源構成の変化による影響は考慮しているが、EV の

エネルギー原単位が長期的に改善するといった同一の動力源内におけるエネルギー原単位

の時間的な変化は加味されていない。 

例えば、現在、日本の OEM においてはガソリン車も EV も同一のラインで製造する混

流生産が主流である。現時点では EV 等の生産台数が少ない過渡期であると考えられるが、

将来的にさらなる電動化が進んだ場合、EV を混流することで原単位が悪化するケースや、

EV 専用のラインや工場が創設される可能性もある。このような可能性を鑑みると、車体製

造・組立工程のエネルギー使用量についても継続的に把握すべきである。調査にあたって

は、ベンチマーク対象化の検討を行った中間取りまとめにおいて実施したエネルギー使用

量や動力源別の生産台数といった調査項目に加え、EV 等の専用ライン・工場の有無や、新

たな生産技術の導入状況についても把握すべきである。 

 

今後、バッテリー製造工程におけるエネルギー使用量の増加が見込まれるため、同工程

の調査を行うべきである。調査にあたっては、前述の通り、1.事業者の特定、2. バッテリ

ー製造における工程の特定、3.輸入の状況などを把握する必要がある。また、バッテリー

製造工程のエネルギー使用量は、バッテリー容量にも依存するため、動力源ごとのバッテ

リー容量や、バッテリー容量自体の推移なども調査すべきである。なお、調査にあたって

は、経済産業省による「蓄電池のサステナビリティに関する研究会」における調査結果を

活用するなど、効率化のために既存の調査との連携についても検討すべきである。 
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3. 参考資料 

3.1. 調査結果 

3.1.1. 産業部門定期報告書分析結果 

 

  





1Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

産業部門におけるBM制度前後3年の平均エネルギー消費量は下記の通り。多くの業種にお

いて、制度導入前後でエネルギー消費量の微減が見られた。

⑴BM制度の現状の把握｜簡易分析

業種 BM対象年度
BM対象前3年平均の
エネルギー使用量

BM対象後3年平均の
エネルギー使用量

増減率

(１Ａ)高炉による製鉄業 2010年（2009年度実績）報告分から 93,960,016 94,430,761 0.5%

(１Ｂ)電炉による普通鋼製造業 2010年（2009年度実績）報告分から 93,960,016 94,430,761 0.5%

(１Ｃ)電炉による特殊鋼製造業 2010年（2009年度実績）報告分から 93,960,016 94,430,761 0.5%

(２)電力供給業 2010年（2009年度実績）報告分から 748,591 1,317,565 76.0%

(３)セメント製造業 2010年（2009年度実績）報告分から 6,064,046 5,383,219 ▲11.2%

(４Ａ)洋紙製造業 2011年（2010年度実績）報告分から 5,802,952 5,416,865 ▲6.7%

(４Ｂ)板紙製造業 2011年（2010年度実績）報告分から 2,140,433 2,182,337 2.0%

(５)石油精製業 2011年（2010年度実績）報告分から 15,583,120 14,375,359 ▲7.8%

(６Ａ)石油化学系基礎製品製

造業
2011年（2010年度実績）報告分から 66,092,792 63,037,242 ▲4.6%

(６Ｂ)ソーダ工業 2011年（2010年度実績）報告分から 1,810,488 1,635,899 ▲9.6%

(１７)圧縮ガス・液化ガス製造業 2023年（2022年度実績）報告分から ー（本年度初報告） ー（本年度初報告） ー（本年度初報告）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成
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カーボンニュートラル行動計画（日本鉄鋼連盟）

(１Ａ)高炉による製鉄業・(１Ｂ)電炉による普通鋼製造業・(１Ｃ)電炉による特殊鋼製造業

生産活動量指数の推移

エネルギー消費量・原単位指数の推移

粗鋼生産量

※生産活動量指数の選定理由

鉄鋼業を代表する生産活動量であり、エネルギー消費と密接に関係する指標である為。

業界全体 業界団体 CN行動計画参加

企業数 ー
73社

鉄連50社普電工27社
(内4社は鉄連・普電工ともに加盟)

74社

規模 粗鋼生産9,564万t ー 粗鋼生産9,165万t

エネルギー

使用量
2,045PJ ー 1,959PJ

出所）「経団連カーボンニュートラル行動計画 2022 年度フォローアップ結果個別業種編」
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高炉製鉄業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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原単位改善率

ベンチマーク指標導入前後の比較

【高炉製鉄業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2016年から2020年にかけて改善率は減少傾向にあったが、2021年に急回復をしている。

ベンチマーク制度対象年度
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電炉普通鋼｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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原単位改善率

ベンチマーク指標導入前後の比較

【電炉普通鋼】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2016年から2020年にかけて改善率は減少傾向にあったが、2021年に回復をしている。

ベンチマーク制度対象年度 指標見直し後初報告
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電炉特殊鋼｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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7.00
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原単位改善率

ベンチマーク指標導入前後の比較

【電炉特殊鋼】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2018年から2020年にかけて改善率は減少傾向にあったが、2021年に急激に回復をしている。

ベンチマーク制度対象年度 指標見直し後初報告
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カーボンニュートラル行動計画（電気事業低炭素社会協議会）

(２)電力供給業

販売電力量

※生産活動量指数の選定理由

電力業界の生産活動を示す一般的な指標であるため。

業界全体 業界団体 CN行動計画参加

企業数
電気事業者

1,454社

電気事業者

64社

電気事業者

64社

規模
販売電力量

8,374億kWh

販売電力量

7,503億kWh

販売電力量

7,503億kWh(89.6%)

エネルギー

使用量

重油換算

14,236万kl

重油換算

10,475万kl

重油換算

10,475万kl(73.6%)

エネルギー消費量・原単位指数の推移生産活動量指数の推移

出所）「経団連カーボンニュートラル行動計画 2022 年度フォローアップ結果個別業種編」
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電力供給業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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【電力供給業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2017年から2020年にかけて改善率はマイナスに振れるまで減少傾向にあったが、2021年に若干の回復をしてい

る。

ベンチマーク制度対象年度 指標見直し後初報告
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カーボンニュートラル行動計画（セメント協会）

(３)セメント製造業

セメント生産量

※生産活動量指数の選定理由

セメント業界の生産活動を示す上で最も一般的な指標のため。

業界全体 業界団体 CN行動計画参加

企業数 17社 17社 17社

規模 売上高4,979億円 売上高4,979億円 売上高4,979億円

エネルギー

使用量
181PJ 181PJ 181PJ

エネルギー消費量・原単位指数の推移生産活動量指数の推移

出所）「経団連カーボンニュートラル行動計画 2022 年度フォローアップ結果個別業種編」
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カーボンニュートラル行動計画（石灰石鉱業協会）

(３)セメント製造業

石灰石生産量

※生産活動量指数の選定理由

鉱山業の生産活動を示す最も標準的な指標。

業界全体 業界団体 CN行動計画参加

企業数 214鉱山 69鉱山
20鉱山

(29.0%)

規模 生産量133百万t 生産量124百万t
生産量103百万t

(83.2%)

エネルギー

使用量
不明 16.6万kl

11.6万kl

(69.9%)

エネルギー消費量・原単位指数の推移生産活動量指数の推移

出所）「経団連カーボンニュートラル行動計画 2022 年度フォローアップ結果個別業種編」
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セメント業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

原単位改善率

ベンチマーク指標導入前後の比較

【セメント業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 指標見直し後の2016年から2020年にかけて、徐々に改善率は減少傾向にある。

ベンチマーク制度対象年度 指標見直し後初報告
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カーボンニュートラル行動計画（日本製紙連合会）

(４Ａ)洋紙製造業・(４Ｂ)板紙製造業

紙・板紙生産量

※生産活動量指数の選定理由

紙・板紙生産量が、製紙産業の生産活動を最も端的に示す指標であるため。

業界全体 業界団体 CN行動計画参加

企業数 247社 31社 30社

規模 2,401万t/年 2,119万t/年 2,198万t/年

エネルギー

使用量
ー ー ー

エネルギー消費量・原単位指数の推移生産活動量指数の推移

出所）「経団連カーボンニュートラル行動計画 2022 年度フォローアップ結果個別業種編」
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洋紙製造業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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【洋紙製造業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 指標見直し後の2016年から改善率は上昇傾向にあったが、その後2020年にかけて急激に減少傾向にある。

2021年にはV字回復を見せた。

ベンチマーク制度対象年度 指標見直し②指標見直し①
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板紙製造業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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【板紙製造業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2013年から2020年にかけて、徐々に改善率は減少傾向にある。その後指標見直しの2021年に原単位改善率

が上昇している。

ベンチマーク制度対象年度 指標見直し後初報告
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カーボンニュートラル行動計画（石油鉱業連盟）

(５)石油精製業

生産熱量

※生産活動量指数の選定理由

生産活動量(GJ)と生産熱量(GJ)は同義であるため。

出所）「経団連カーボンニュートラル行動計画 2022 年度フォローアップ結果個別業種編」

業界全体 業界団体 CN行動計画参加

企業数 17社 17社 4社

規模 ー ー 売上高17,366億円

エネルギー

使用量
ー ー 原油換算91,509kl

エネルギー消費量・原単位指数の推移生産活動量指数の推移
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石油精製業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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【石油精製業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2016年から2019年にかけて改善率が低迷しており、2020年に急降下したが2021年に著しいV字回復を記録し

ている。

ベンチマーク制度対象年度
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カーボンニュートラル行動計画（日本化学工業協会）

(６Ａ)石油化学系基礎製品製造業・(６Ｂ)ソーダ工業

エネルギー使用（消費）量

※生産活動量指数の選定理由

化学業界の生産活動を示す上で最も一般的な指標である。

業界全体 業界団体 CN行動計画参加

企業数 3,414社
企業 181社

団体 80社

企業 274社

団体 2社

規模 出荷額26.8兆円 ー 出荷額約20兆円

エネルギー

使用量
2,748万kl-原油 ー

2,407万kl-原油

(88%)

エネルギー消費量・原単位指数の推移

生産活動量指数の推移

出所）「経団連カーボンニュートラル行動計画 2022 年度フォローアップ結果個別業種編」
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石油化学系基礎製品製造業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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【石油化学系基礎製品製造業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2015年から2020年にかけて改善率が減少している。2018年から2020年にかけては改善率がマイナスに振れてい

たが、2021年に急激な回復をした。

ベンチマーク制度対象年度
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ソーダ工業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜産業部門
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【ソーダ工業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• ベンチマーク制度対象年度である2011年から2017年にかけて概ね改善率が上昇傾向にあったが、その後急激に

下降した。なお、2021年にはV字回復をしている。

ベンチマーク制度対象年度 指標見直し後初報告



96 

 

3.1.2. 業務部門定期報告書分析結果 
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業務部門におけるBM制度前後3年（一部業種は2年）の原単位改善率は下記の通り。大

学及びパチンコホール業、国家公務を除いて、制度導入前後で改善率の上昇が見られた。

⑴BM制度の現状の把握｜簡易分析

業種 BM対象年度
BM対象前3年平均の
原単位改善率（％）

BM対象後3年平均の
原単位改善率（％）

増減（％）

(７)コンビニエンスストア業 2017年（2016年度実績）報告分から 0.87 2.29 1.42 

(８)ホテル業 2018年（2017年度実績）報告分から 1.41 5.73 4.32 

(９)百貨店業 2018年（2017年度実績）報告分から 2.64 4.27 1.63 

(10)食料品スーパー業 2019年（2018年度実績）報告分から 1.44 2.15 0.71 

(11)ショッピングセンター業 2019年（2018年度実績）報告分から 1.68 2.51 0.83 

(12)貸事務所業 2019年（2018年度実績）報告分から 1.45 3.48 2.03 

(13)大学 2020年（2019年度実績）報告分から 1.41 0.64 ▲0.77 

(14)パチンコホール業 2020年（2019年度実績）報告分から 2.73 1.77 ▲0.97 

(15)国家公務 2020年（2019年度実績）報告分から 1.45 -0.35 ▲1.80 

(16)データンセンター業 2023年（2022年度実績）報告分から ー（本年度初報告） ー（本年度初報告） ー（本年度初報告）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）大学・パチンコホール業・国家公務はデータ取得の都合上対象後2年間の平均原単位改善率を用いている。
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コンビニエンスストア業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門
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【コンビニエンスストア業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2014年から2019年にかけては、ベンチマーク制度の対象前後に関わらず改善率が上昇している。一方で2019年

以降は大きく下降している。

ベンチマーク制度対象年度 指標見直し後初報告
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ホテル業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

原単位改善率

ベンチマーク指標導入前後の比較

【ホテル業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• ホテル業は全事業者の67.3％が分析対象外となっているが、これはコロナ禍の影響で利用者が減少した2019

年・2020年において外れ値を超える原単位改善率の大幅な上昇が見られたからである。

• ベンチマーク指標の導入時期である2017年前後で比較した場合、原単位改善率は上昇傾向にあり、2018年か

ら2020年にかけて平均して5.73％の改善率を維持している。他方で、利用者増の影響と考えられる2021年には

改善率が急降下している。 ベンチマーク制度対象年度
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百貨店業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門
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【百貨店業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• ベンチマーク指標の導入時期である2017年前後で比較した場合、下降傾向にあった導入前よりも高い水準で

上昇しながら推移している。一方で2021年度には急下降している。

ベンチマーク制度対象年度
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食料品スーパー業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門
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【食料品スーパー業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 一貫して原単位改善率は正数を維持している。

• ベンチマーク制度導入前後で比較した場合、導入前3年平均原単位改善率は約1.44%、導入後3年平均原

単位改善率は約2.15％と導入後にポジティブな結果が見られた。
ベンチマーク制度対象年度



41Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

ショッピングセンター業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門
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【ショッピングセンター業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2014年から2016年にかけて原単位改善率は下降傾向にあるものの、ベンチマーク制度の対象年度である2018

年以降は概ね上昇傾向にある。一方、2021年には急降下している。
ベンチマーク制度対象年度
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貸事務所業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門
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【貸事務所業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2014年から2016年にかけて原単位改善率は下降傾向にあるものの、ベンチマーク制度の対象年度である2018

年以降は高い水準で推移している。一方で、2021年には急降下している。

ベンチマーク制度対象年度
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大学｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門
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【大学】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2012年から2016年にかけて低迷していたが、2017年以降改善率が急上昇した。ただし、2020年をピークに、

2021年には急降下している。

ベンチマーク制度対象年度
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パチンコホール業｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門
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【パチンコホール業】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2020年までは高い水準で改善率が概ね横ばいに推移していたが、その後2021年にかけて急降下している。

ベンチマーク制度対象年度
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国家公務｜業界全体の原単位の推移

簡易分析｜業務部門
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ベンチマーク指標導入前後の比較

【国家公務】（原単位改善率×全事業者）

出所）経済産業省資源エネルギー庁 過年度定期報告書（非公表）より、NRI作成

※１）原単位改善率が「０」もしくは未報告の場合、”当該年度のみ”分析対象から除外

※２）原単位改善率が外れ値（平均値±2σ（標準偏差）区間に含まれない値）の場合、”当該事業者を”分析対象から除外

※３）原単位改善率の計算方法：1-（前年度の原単位/本年度の原単位の平均値）

• 2012年から2016年にかけて低迷していたが、2018年にかけて改善率が上昇した。ただし、その後経年で右肩下

がりに推移している。

ベンチマーク制度対象年度
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フランス｜EET
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フランス｜EETからの学び

◼ EETは第三次産業に特化した建物単位のエネルギー消費規制政策。

◼フランス環境エネルギー管理庁が運営するOPERATというデジタルプラットフォームに建物単位でエネルギー消費量を毎

年報告させ、2030年、2040年、2050年時点のそれぞれの目標に対する進捗状況を評価するスキーム。

◼目標は絶対評価と相対評価の2通りで、いずれかの達成を義務化している。日本の原単位１％改善とベンチマー

ク目標のいずれかを達成すればSランク評価を受けられるように、省エネ余地が大きい建物は相対評価による目標達

成を目指し、先進的な建物はより難易度の高い絶対評価の達成を目指す。

◼報告及び目標達成が義務であり、未報告の際は「Name and Shame」というWebサイトに社名公開、目標未達

成の場合は行動計画策定の要求や罰金などの罰則がある。

◼現状目標達成による直接的なインセンティブは明らかとなっていない。

総括
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調査結果をベースにしたベンチマーク制度の改善仮説

総括

規制強化

• 目標値の達成の義務化

例：EPC制度のように、一定ランク以下の

事務所は貸出できないようにする等

他政策連携

• ケース①：異なる施策で同様の内容を報告

をしているため、情報のヨコ連携を行う

例：省エネ法・温対法・ETSの連携

• ケース②：異なる政策目標において統一プ

ロセス・価値を生む

例：Grit Efficiency Building

（Society5.0の文脈）

インセンティブの

強化

• 補助金政策の連動、補助金取得上の優

遇

第三者

認証機能の

強化

• BM制度を第三者機関の認証制度とし、制

度としての厳密化を図る

例：Energy Star

報告

達成

補助金

規制の

特例措置

投融資の

促進

• 規制の特例措置と結び付ける（再エネ導

入率の勘案）

• 事業効果（投資家の判断基準、CSR）

• BM報告対象範囲の拡大

（閾値（1,500kL）の引き下げ）

• 報告をしていない事業者への罰則の強化

①

③

④

⑤

開示
• BM制度及び省エネ定期報告の内容の開

示②

日本の省エネ政策の方向性案 フランスEETからの学び

• 相対評価もしくは絶対評価の目標どちらかの達成が義務付けられている

• 現時点で、見つからず（要調査）

• 現時点で、見つからず（要調査）

• 報告の際の第三者認証及び現場検証などは明言されていない

• 現時点で、見つからず（要調査）

• 現時点で、見つからず（要調査）

• 第三次産業用途の床面積が1,000㎡以上のすべての建物（建物単位の

規制）の所有者はOPERATに報告する義務がある

• 引き続き要調査
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EET（Éco Énergie Tertiaire）とは

制度概要

EET（Éco Énergie Tertiaire）
－第三次産業エコエネルギー制度－

名称

• フランス語：EET（Éco Énergie Tertiaire）

• 日本語：第三次産業エコエネルギー制度

罰則の有無

• 法令を遵守しない企業には罰金（建物1棟に対して最高7,500€

（日本円で、約116万円）個人に対して1,500€）、および国による

企業名のウェブサイト上での公開がある

出所）Éco Énergie Tertiaire (EET) | Ministères Écologie Énergie Territoires (ecologie.gouv.fr)

• フランス環境エネルギー管理庁

（ADEME：Agence de la transition écologique ）

管轄機関

制度開始時期

• 2019年7月23日：第三次産業令の公布

• 2022年12月30日: OPERAT に関する 2020 年および 2021 年の消

費データの報告および基準年の宣言の最初の締め切り

法令

• ELAN法（「住居、地域整備、及びデジタル化の発展に関する法

律」）175条の一部として施行された第三次産業令において定められ

る規制

• 第三次産業用途の建築物におけるエネルギー消費量削減措置義務

の適用⽅法に関する実施命令

評価・認定

• 年間エネルギー消費証明書の交付

• 第三次産業エコエネルギー評価の取得

対象

• 第三次産業用途の延床面積が1,000㎡以上のすべての建物（建物

単位の規制

用途

• 対象となる建物は、基準年を設定し、年間のエネルギー消費量を追

跡してエネルギー削減を実証する必要がある

• 企業は、建物のエネルギーデータを収集し、ADEMEが運営するデジタ

ルプラットフォーム「OPERAT（Observatoire de la Performance 

Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire）」

に年間のエネルギー消費量を提出する必要がある

• 収集されたデータによって対象企業は自社のパフォーマンスをプラット

フォーム上で比較できる
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【参考】EETにおけるカバレッジ

◼第三次産業におけるその重要性は、第三次産業がエネルギー転換に関連する課題において重要な役割を果たして

いることを考えると明らかです。さらに、建物はフランスのエネルギー消費量の43%を占めています。

（三次法令:7つのポイントで知っておくべきことすべて (objetconnecte.com)）

◼同省の統計によると、9億7,340万平⽅メートルが三次エコエネルギー義務の影響を受けており、1億5,000万平⽅

メートルの三次建物のデータがすでにOPERATに申告されている。（2022年12月21日時点）

（Éco Énergie Tertiaire : quelles perspectives pour la rénovation énergétique ? (batiweb.com)）

◼第三次産業はフランスのエネルギー消費の大きなシェアを占めている。ADEMEによると、2015年、第三次産業はフラ

ンスの最終エネルギー消費量の約15%を占めていました。消費の最大のシェアを占めるのは店舗やオフィスである。対

象施設合計9億2,200万㎡のうち、4億3,180万㎡がそれら店舗やオフィスである。

（ Éco énergie tertiaire : une approche collective - Carbo (hellocarbo.com)）

◼建築部門は、フランスのエネルギー消費量の約43％、温室効果ガス排出量の約25％を占めている。特に第3次産業

部門はエネルギー消費量の約15％、温室効果ガス排出量の約10％を占める。

（ Le dispositif Eco Energie tertiaire (ifei.org) ）
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申請から評価までの流れ

EETにおける報告制度

EETにおける申請から評価までの流れ（EETのための行動が10ステップでまとめられたガイドラインより作成）

出所）『 PASSEZ À L’ACTION EN 10 ÉTAPES -Éco Énergie Tertiaire-』よりNRI作成

20064 EcoEnergieTertiaire-10etapes-2-web.pdf (ecologie.gouv.fr)

手順 概要 詳細

1 EETについて学ぶ
延床面積が 1,000㎡以上の建物、建物の一部、または一連の建物内の三次活動施設の所有者および運営者

は、第三次産業エコエネルギー制度（EET)の対象となる。

2 施設を特定する
施設が1,000m²の基準値の対象であるかどうかを確認する。

※施設が複合用途の建物内にある場合は、建物の所有者、共同所有者、または管理業者に建物内の商業床

面積の合計を尋ねる。

3 データを収集する
OPERATプラットフォームに申告するため、床面積/基準年（2010 年～2020 年の間）の特定/基準年のエネル

ギー消費データ（電気、ガス、その他）/基準年の居住及び使用状況を示すデータ/メーター (電気、ガス、その他な

ど) とその参照番号等のデータを収集する。

4 対象範囲を特定する 各建物の第三次産業用途施設と非第三次産業用途施設を特定する。

5 所有者とテナントの義務を明確にする
OPERAT を申告する責任者は、所有者（または所有者によって正式に権限を与えられたその代理人）である。

一⽅、テナントは第三次産業の総表面積、運用する設備のエネルギー消費量に関するすべての情報、特に基準エ

ネルギー消費量などの情報提供の義務がある。

6 データを入力する
OPERATにてアカウントを作成し、建物に関する必須データ（住所、表面積、メータ参照など）と、基準年のエネ

ルギー消費量をプラットフォームに入力する。

※予想消費量の申告が検証されるとOPERATより絶対値の目標と相対値の目標が割り当てられる。

7 行動計画を策定する
ガイドを参照し、各項目で実行する予定のアクションを特定し、各当事者（所有者／テナント）の役割を明確に

する。

8 目標を調整する
経済的、技術的、財産上の理由により、消費削減目標を達成するためのすべての措置を実行することが不可能

であると思われる場合は、目標の調整が可能である。目標の調整を取得するには、技術ファイルの作成が条件と

なる。

9 フィードバックをする
毎年のエネルギー消費量証明書を使用して進捗状況をモニタリング。年次レビューの一環として行動計画を実施し、

モニタリングする。

10 証明書と評価を取得する 年間エネルギー消費証明書と評価を取得する（最初の評価は2022年の消費データの報告後に行われる。）
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対象建築物一覧（1/2）

EETにおける報告制度

マクロカテゴリ カテゴリ

保育 保育園

放送業 ラジオ、テレビ放送

産業用ランドリー クリーニング、コインランドリー

商業・サービス業 ・卸売業 - 食肉、水産など

・小売業 - 食品スーパー、DIYスーパー、レジャー、家庭用品、自動車・バイク用品などの専門店、ショッピングセンターおよび

ショッピングアーケードの共有エリア、食品店、屋根付き市場ホール

文化・娯楽 図書館およびメディア図書館、博物館・歴史的建造物、美術館、ライブ・パフォーマンス会場（オペラ、劇場、コンサート

ホールなど）、映画館、動物園

教育 初等教育、中等教育、高等教育、生涯教育

夜間・レジャー施設 カジノ、ナイトクラブ、ボウリング場、子供用プレイエリア、ウォーターアミューズメント、遊園地、テーマパーク、ホテル

司法 裁判所、刑務所、青少年司法保護

ケータリング レストラン、カフェ、ケータリング、ファーストフード

医療・福祉 公立・私立病院、 医療・社会福祉施設、プロセスを伴う自由な保健活動

スポーツ 個人トレーニングルーム（カーディオ、ウェイトマシン）、道場などのコンバット、グループスポーツルーム、ダンスホール、体育館

（インドアテニス、スカッシュ、クライミングジムが対象）、スイミングプール、アイスリンク、屋内競技場、屋外競技場、馬術

センター、競馬場

駐車場 地下駐車場、超高層駐車場

キャンプ キャラバンやRV車用のキャンプ場と公園

◼ 次のカテゴリに属する公共部門・⺠間部門の第三次活動を行う施設の所有者または運営者が対象。

出所）OPERAT公式HP＞リソース『Segmentation détaillée : ce qu'il est possible de renseigner sur Operat (Dernière MAJ : Aout 2022)』よりNRI作成

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
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対象建築物一覧（2/2）

EETにおける報告制度

マクロカテゴリ カテゴリ

物流 物流

研究室 オフィス用途など、研究開発用途以外の研究室

データセンター サーバールームとITオペレーションセンター

輸送 空港、鉄道、地下鉄、河川運輸、道路旅客輸送の格納庫、管理のためのオフィス部分、旅客エリアなど

自動車、オートバイ、産業車両、

水上バイクの販売およびサービス

軽車両、商用車、二輪車、水上バイクおよびプレジャーボートの販売・整備・修理

オフィス オフィス、公共サービス、銀行

印刷 印刷

◼ 次のカテゴリに属する公共部門・⺠間部門の第三次活動を行う施設の所有者または運営者が対象。

出所）OPERAT公式HP＞リソース『Segmentation détaillée : ce qu'il est possible de renseigner sur Operat (Dernière MAJ : Aout 2022)』よりNRI作成

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
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申請項目

◼制度対象者は、次の項目をOPERAT上で申請する必要がある。（フォーマットはOPERAT上でDL可能）

EETにおける報告制度

項目 詳細

EFA（ Entité fonctionnelle assujettie：機能エン

ティティ）識別子

フランス国立統計経済研究所（INSEE）が定義する事業所に相当する事業体、すなわち、法人

によって運営される地理的に個別化された生産または活動の単位

申告年 -

カテゴリ・サブカテゴリ
EETに関連する第三次産業の各アクティブティのカテゴリとサブカテゴリ

例：図書室カテゴリにおいては管理用オフィス、閲覧室、書庫などのサブカテゴリがある

サブカテゴリの床面積 -

サブカテゴリの活動開始日・終了日 -

サブカテゴリが温度調整をしているか
サブカテゴリが暖房、冷房、物流冷却、業務用冷蔵・冷凍庫、文書やコレクションの保管に関する

エネルギーを使用するかを定義する（YES・NO形式で回答）

エネルギー種類別個人消費量
天然ガス、液化ガス、プロパンガス、ブタンガス、灯油、練炭、石炭、ペレット、暖房網、冷房網の個

人消費量（建物所有者の消費分）

エネルギー種類別分散消費量
天然ガス、液化ガス、プロパンガス、ブタンガス、灯油、練炭、石炭、ペレット、暖房網、冷房網の分

散消費量（＝テナント消費分）

エネルギー種類別一般的な消費量
天然ガス、液化ガス、プロパンガス、ブタンガス、灯油、練炭、石炭、ペレット、暖房網、冷房網の一

般的消費量（＝共用部の消費分）

温度調整のための消費量
暖房、冷房、物流冷却、業務用冷蔵・冷凍庫、文書やコレクションの保管のための年間エネルギー

消費量

電気自動車充電設備の電力消費量 充電設備の数、電気消費量

強度インジケーター サブカテゴリごとの使用強度指標名と指標値

出所）OPERAT公式HP＞リソース『 2 - Description - Import CSV ENTITES FONCTIONNELLES ASSUJETTIES (EFA) - V4.13』よりNRI作成

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
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建築物に求められる目標水準

EETにおける評価制度

◼ EETでは、第三次産業全体の最終エネルギー消費量を基準年（2010年）と比較して 2030 年に-40%、2040年に-50%、2050年

に-60%の削減を達成することを定めている。

◼ 目標はの二通り。事業者はいずれかの目標の達成を目指すことが求められる。

◼ エネルギー消費量が高く、削相対評価と絶対評価減のための措置が講じられていない対象者は相対評価の目標達成を、既に相当

量努力を行っている事業者は絶対評価による目標達成を目指すと言われている。

出所）OPERATホームページFAQよりNRI作成

https://operat.ademe.fr/#/public/faq#question 52

目標達成のためのフロー図

〇相対評価

基準年（2010年1月から 2019年12月の間

で選択された連続12か月）と比較して各対

象建物は 2030 年に-40%、2040年に-50%、

2050年に-60%のエネルギー消費量の削減を

達成する必要がある

〇絶対評価

各第三次産業の活動に対して、OPERAT プ

ラットフォームを介して立法者によって設定され

た所定の目標値（10年ごとに更新）
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未報告・目標未達成の場合の罰則

◼データがOPERATプラットフォームに送信されなかった場合、またはエネルギー目標が達成されなかった場合、以下の制

裁が科せられる。

【未報告】

◼ 所有者および/またはテナントが報告義務を遵守しない場合、両者とも 3 か月以内にすべてのデータを送信するよう

要求する正式な通知を受ける。 2 回目の違反が発生した場合、企業または地方自治体の名前が州サービス

「Name and Shame」と呼ばれる Web サイトに公開される、または行政罰金が課せられる。

【エネルギー削減目標未達】

◼目標が未達成の場合、知事は貸主とテナントに適切な行動計画を策定し、それを実行するよう要求する正式な通

知することができる。 行動計画に違反した場合、建物一棟あたり、個人に対して1,500ユーロ（日本円で、約23万

円） 、法人に対して7,500ユーロ（日本円で、約116万円）の罰金を規定している。

EETにおける罰則

出所）https://www.advizeo.io/blog/decret-tertiaire/5-questions-sur-le-dispositif-eco-energie-tertiaire/

https://www.ifei.org/Documents/459.pdf よりNRI作成
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EETと連動したインセンティブ（主に補助金）の付与

その他

◼OPERAT公式サイトFAQ ーAF2によると、「OPERATプラットフォームの Web サイト上でまもなくオンラインになるサポー

トガイドには、財務サポートシステムに関するセクションが含まれる予定で、システムの進化に応じて更新される」との記

載があるため、今後財務的支援制度がよりわかりやすくなることが期待される。

（参照：https://operat.ademe.fr/#/public/faq#question 107）

◼ 2020年9月3日の復興計画の戦略的焦点である公共建築物のエネルギー改修は、政府の第三次産業エコエネル

ギー制度の一部でもあり、公共建物のエネルギー改修に国の助成金 (DREAL、DDT、SGAR、CEREMA、ADEME

など) の40億ユーロ（日本円でおよそ6,300億円）が充てられた。

【EETのスキーム以外の援助】

◼省エネ証明書制度（CEE： dispositif des certificats d’économies d’énergie）の枠組みの一つとして、エネル

ギー供給会社やそのパートナーから、省エネ工事を行うための資金援助を受けることができる

⚫ フランスの CEE 制度は2005年に創設され、売上高が一定の基準を超えるエネルギー供給業者 (電気、ガス、燃料、車両用ガ

ス/ガソリンを含む) に対し、自社の設備での直接節約または顧客のエネルギー節約を支援することによってエネルギー節約に参

加することを義務付けている。 （現状認可された業者は57程度）

⚫ CEE制度はイギリス、イタリア、デンマーク、アイルランドにおいても行われている。類似制度として、グリーンエネルギー証明書も存

在する。

◼ TPE（零細企業）およびPME（中小企業）は、工事のための資金として、BPI Franceのエコ・エネルギー・ローン

（PEE：prêt éco-énergie）を申請することも可能である

出所）三次エコエネルギー:エネルギー改修の見通しは? (batiweb.com)よりNRI作成
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シンガポール｜Green Mark
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シンガポール｜BESS/Green Markからの学び

【報告・開示】

◼ シンガポールでは認証は任意であるが、省エネ基準の遵守とビルオーナーによるエネルギー使用量報告は義務。特に後者は、2013年

以降、Building Control Actのもと、全てのビルオーナーは、毎年、保有しているビルのエネルギー使用量等を報告する義務が課せら

れている。（2014年以降開示も実施。情報項目は、環境計画書制度と比較すると非常に質素。）

【認証制度】

◼ Green Markは日本でいうところのBELS。取得は義務ではないが、法規制、補助金などの施策は全てGreen Markに結び付いている。

◼ Green Markでは建物の省エネ性能審査を、建設前の設計値評価と建設後の実績値評価の二段階で分けている。

建設後はTOPの二年以内にエネルギー関連データの収集を開始することを義務付けている。

◼ シンガポールでは、”高次の”ZEBとして、オフサイトを最大限活用するZEBとオンサイトのみで極めるZEBの二種類設けている。ただし、オ

フサイトを最大限活用するZEBでは、SLE相当の省エネ基準とオンサイトを最大限努力することを義務付けているため、オンサイトと省

エネ軽視には決してなっていない。

◼ 運用段階で、Green Markを更新してもらうことを目的に、一度Green Markを取得した建物は、更新時は比較的簡便な審査で更

新できるような仕組みを設置している。（GM: 2021 In-Operation）

【調査者の所感】

◼ 英国やドイツなどの調査を行った経験をもとにした主観的意見であるが、政府のサイトや広報資料は非常に整理されており、デザイン

的にも見やすい。

◼ Green Markを中心に体系的な制度設計がなされており、事業者が取り組むべき内容が分かりやすい。

◼ 規制強化→翌年インセンティブ強化の流れを7年に1度程度の周期で繰り返している。

総括
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調査結果をベースにしたベンチマーク制度の改善仮説

総括

規制強化

• 目標値の達成の義務化

例：EPC制度のように、一定ランク以下の

事務所は貸出できないようにする等

他政策連携

• ケース①：異なる施策で同様の内容を報告

をしているため、情報のヨコ連携を行う

例：省エネ法・温対法・ETSの連携

• ケース②：異なる政策目標において統一プ

ロセス・価値を生む

例：Grit Efficiency Building

（Society5.0の文脈）

インセンティブの

強化

• 補助金政策の連動、補助金取得上の優

遇

第三者

認証機能の

強化

• BM制度を第三者機関の認証制度とし、制

度としての厳密化を図る

例：Energy Star

報告

達成

補助金

規制の

特例措置

投融資の

促進

• 規制の特例措置と結び付ける（再エネ導

入率の勘案）

• 事業効果（投資家の判断基準、CSR）

• BM報告対象範囲の拡大

（閾値（1,500kL）の引き下げ）

• 報告をしていない事業者への罰則の強化

①

③

④

⑤

開示
• BM制度及び省エネ定期報告の内容の開

示②

概要 シンガポールGreen Markからの学び

• 省エネ基準を通じて、水準を段階的に引き上げている。日本との違いは、

ZEB水準が基準になっている点と、既存建築物にも規制がかけられている点。

• Green Mark認証は、省エネ性能だけではなくSDGsに準拠した評価項目を

他に5つ設定している。（例えば、DX、レジリエンス等が評価指標）

• 補助金政策の連動あり（詳細は今後調査）

• 運用段階の評価を行う際には、実エネルギーデータの提出及び場合によって

は現場検証を行うことを明示している。（Green Markの場合）

• データベースの名前はbess

• 現時点で、見つからず（要調査）

• 現時点で、見つからず（要調査）

• ビルオーナーは一律、ビル単位での報告義務を課せられている。

（詳細は条文等を読み込む必要があるが、閾値等はない模様）

• ビルオーナーの報告値をもとに、2014年度以降、ビル単位での情報開示を

行っている。
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建築物のエネルギー使用量の報告義務について

◼ 2013年以降、Building Control Actのもと、全てのビル

オーナーは、毎年、保有しているビルのエネルギー使用量等

を報告する義務が課せられている。

◼ 報告は全て電子システム（BESS）上で行われる。

①エネルギー使用量の報告及び開示

ビルオーナー向け届出用ページ

（BCA Building Energy Submission System (BESS)）

新築建築物 既存建築物

属性 • 2010年12月1日以降に計

画許可の申請が行われた

新築建築物

• 2014年1月2日以降にエネ

ルギー使用に関して大幅な

改修を行った既存建築物

であり、Green Markの最

低基準を満たすことを義務

付けられている既存建築物

（5,000㎡以上）

報告

義務

• 一時占有許可（TOP）ま

たは施工完了証明書

（CSC）が発行された後

の任意の時点で報告

• 最後の通知が行われた日

から3年以上の間隔を置い

て

• 竣工時の申請日から3年

後

• 最後の通知が行われた日

から3年以上の間隔を置い

て

対象と報告義務
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報告されたデータの開示について

◼ 報告された建築物の情報は、BESS上で一覧として公開されている。

◼ 各建築物の情報は一覧でExcelでダウンロードすることができ、建物名、住所、Green Markの認証結果等の情報を取得できる。

①エネルギー使用量の報告及び開示

用途 • Commercial Buildings

• Healthcare Facility

• Educational Institution

• Civic, Community & Cultral Ins

• Sports % Recreation Centre

• Office Building w Non-Typical

項目 • Building Name

• Address

• 2019 2020 2021EUI

• 2019 2020 2021EUI 

Quartile(Top being the least 

energy intensive quartile) 

• Building Type

• Main Function

• Building Size

• TOP/CSC Year

• Green Mark Award, Year of 

Green Mark Award, Green 

Mark Version

• GFA

• AC Area, AC Area Percentage

• No. Of Hotel Rooms

• Type of Air-conditioning 

System

• Age  of Chiller

• Air-con system efficiency 

(kW/RT)

• Date of Last Audit/Health 

Check

• LED Percentage Usage

• Installation of Solar PV

• Remarks

公表イメージ 公表されている項目 ※Excel形式にてダウンロード可能

出所）bess, https://www.bca.gov.sg/bess/
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ベンチマーク制度（？）について

◼ BCAは、2014年以降、Building Energy Benchmarking Report (BEBR) の発行等を通じて全体的な情報の開示、2016年以降、

個別建築物の情報開示等、情報開示に関する取組を同時に進めている。

◼ ここでいう「ベンチマーク」とは、届出された建築物の情報を公開することを通じてビルオーナーが追加費用なしで保有ビルのエネルギー性

能を横比較できることを目指している。つまり、日本のベンチマーク制度のようなランク分け制度との紐付きはない。

①エネルギー使用量の報告及び開示

Benchmarking Reportの目次 Benchmarking Reportの内容（一部）

出所）”BCA Building Energy Benchmarking Report 2022”, https://www.bca.gov.sg/BESS/BenchmarkingReport/BenchmarkingReport.aspx

• サマリー

（EUIの経年変化（全体・用途別））

• シンガポール国内のベンチマーク状況

• 2021年度統計の概観

（延床面積、電力使用量、EUIの経年変化、

ベンチマーク、空調システムの導入状況等）

✓ 商業施設、ヘルスケア施設、教育施

設、その他

• 用語集

商業施設のベンチマーク

• 下図のように、報告データをもとに、TopからBottomまで4段階に分け、建築物のエネルギー

消費性能をランク分けしている。

• ビルオーナーは自身の保有するビルの用途と規模に応じて、ベンチマーク指標を参照し、どの

程度のランク体に属しているのか自主的に判断することができる。
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Green Markの概要

◼ Green Mark認証制度は2005年1月に発足した、建築物の環境への影響と性

能を評価するためのシステムである。

◼ 新築・既存建築物の総合的な環境性能を評価する包括的な枠組みを提供し、

持続可能性のある、建築物の設計・建築・運用に係るベストプラクティスの普及を

推進する。

◼ 最新の基準（GM:2021）は、国連のSDGs目標に沿った内容となっており、

World Green Building CouncilのHealth & Wellbeing frameworkの原則を

取り入れ、Royal Institution of Chartered Surveyors（英国王立勅許測量

士協会）が開発したライフサイクル全体のCO2計算手法などの、国際的にも主

要な基準値・ルールをベースに設計している。

◼ 2021年4月にパイロット版として発表されたこのフレームワークは、30近いプロジェク

トと50人以上の業界関係者が実験的に活用され、最終的にBCAは、業界から

のフィードバックをもとに基準を微調整している。

◼ GM: 2021は、2021年9月のInternational Built Environment Week (IBEW)

で、デズモンド・リー国家開発大臣兼社会サービス統合担当大臣によって発表され

た。2021年11月1日以降、新たに申請されるグリーンマークはすべてGM:2021の

枠組みに基づくものとなる。

③Green Mark

対象 • 新規および既存のビル、地区、公園、インフラ、建物内装に

関わるデベロッパー、ビル所有者、政府機関など

目的 以下のメリット享受できる可能性がある。

• 不動産市場におけるビルの有意義な差別化

• 企業イメージ、リース、ビルの再販価値へのプラス効果

• エネルギー、水、材料資源の使用量の削減

• 潜在的な環境負荷の低減

• 室内環境の質の向上による健康と福祉の向上継続的改善

のための明確な⽅向性の提示

評価

基準

• 気候に対応した設計

• 建物のエネルギー性能

• 資源スチュワードシップ

• スマートで健康的な建物

• グリーンな取り組みの推進

申請

方法

• BCA Green Mark Online上から所定の情報を入力し、申

請。（本フォームはBESSとは異なる。）

取得

義務

• 任意

有効

期間

• 「一般的には3年」と明記

取得

コスト

• 開示されているが2023年6月時点でエラー表示される

Green Markの概要

出所）Green Mark 2021, https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-

mark-certification-scheme/green-mark-2021
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Green Markの評価体系

◼ 得点によって、大きく4段階に分けられる。最高ランクはGreen Mark Gold PLUS/Platinum +SLE。

◼ Mandatory Sustainability Requirementsの基準は規制上の環境基準と整合させられている。

③Green Mark

出所）“GM: 2021 Certification Standard”, https://www1.bca.gov.sg/docs/default-source/docs-corp-buildsg/sustainability/20211028_certification-standard_r1-1.pdf

Green Markのランク分け（視覚イメージ）
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Green Markの対象用途

◼ 用途別の基準は、以下の通り、公式サイト上で公開されている。

◼ 当初は住宅と非住宅だけであったが、研究所、小売、スーパーマーケット、レストラン、学校、データセンター等、他の用途やテナント向け

にも基準を発行し、Green Markの対象範囲を広げてきている。

③Green Mark

BCA Green Mark Scheme Criteria Applies to

New Data Centres GM NDC: 2019 New data centres

Existing Data Centres GM EDC: 2019 Existing data centres

Transit Station (TS:2018)
For new rail or light rail stations such as 

MRT Stations

Existing Schools

MOE main stream schools

(excluding International schools, 

universities and institutes of higher 

learning such as polytechnics and ITE)

District District projects

Healthier Workplaces: 2018
New office fit-outs and existing offices in 

operation

Restaurants Restaurants

Supermarket Supermarkets

Retail Retail tenants

Laboratories Laboratories within buildings

Super Low Energy Buildings

(Replaced by GM: 2021 since 1 Nov 

2021)

New and existing buildings including:

• Residential buildings

• Commercial buildings

• Industrial buildings

• Institutional buildings

• Schools

BCA Green Mark Scheme Criteria Applies to

Non-Residential Buildings NRB: 2015

(Replaced by GM: 2021 since 1 Nov 

2021)

New non-residential buildings including:

• Commercial buildings (office, retail 

and hotel)

• Industrial buildings

• Institutional buildings

• Hawker centres

• Healthcare facilities

• Laboratory buildings

• Schools

Residential Buildings RB: 2016

(Replaced by GM: 2021 since 1 Nov 

2021)

New private and public residential 

developments

Existing Non-Residential Buildings 

ENRB:2017

(Replaced by GM: 2021 since 1 Nov 

2021)

Existing commercial, industrial and 

institutional buildings in operation

Existing Residential Buildings 

(Replaced by GM: 2021 since 1 Nov 

2021)

Existing private and public residential 

developments

Landed Houses

(Replaced by GM: 2021 since 1 Nov 

2021)

Landed housing projects

BCA Green Mark Scheme Criteria
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Green Markの活用方法

◼ Green Markの取得を通じて環境性能を示すことで、ビルオーナーは、企業の建築環境に対する責任へのコミットメントを強調すること

ができ、デベロッパーとして持続可能性の高い不動産の設計と運営にコミットしていることを周知することができる。

◼ Green Markをアピールする⽅法は大きく２つある。

⚫ １．建物内に、グリーンマークデカール（写し絵）またはグリーンマークプレートを掲示

⚫ ２．ウェブサイトやソーシャルメディアを通じた広報

③Green Mark

出所）Green Credential for Green Mark Project, https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-certification-scheme/green-credential-for-green-mark-project/

Green Markの掲示イメージ① Green Markの掲示イメージ②
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Green Markに関する情報開示

◼ Green Markの取得状況は、シンガポール政府ドメインの”SLEB Smart Hub”上で公開されている。

◼ 2022年度の単年度取得件数は826件、2022年度までの累積取得件数は4,249件である。

③Green Mark

出所）SLEB Smart Hub, https://www.sleb.sg/building/GreenMarkStatistics

Green Markの視覚的な統計情報
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Green Markと連動した補助政策（GMIS-EB 2.0）について

◼ Green Mark Incentive Scheme for Existing Buildings 2.0 (GMIS-EB 2.0)は、既存建築物が法的基準を上回るような環境性

能を実現すること奨励する、成果報酬型のインセンティブ制度である。

⚫ ここでいう成果報酬型とは、the Green Mark certification ratingとEnergy Improvement Works (EIWs)と通じて実際に達成したCO2削減量を

ベースに資金の支給を判断するということである。

◼ 本制度は、エネルギー効率を改善することを目的とした改修工事を行う、延べ面積5,000㎡を超える⺠間所有のビルが対象となる。

◼ 本制度は、 Green Mark Platinum、Super Low Energy、Zero Energy等、より高い環境性能の実現を目指す既存建築物に対

する資金援助を通じて、エネルギー効率改修に係るイニシャルコストを軽減し、より大きな二酸化炭素削減効果を生み出すことを奨

励する。

④補助金・インセンティブ

総額：$63-million（約67億円）

• 円換算は2023年6月26日時点の換算レート（１シンガポールドル=106.04 円で換算）。

• GMIS-EB 2.0の採択件数は、推計値で70～105件程度。（予算全て補助金に当てられる前提）

• 参考までに日本の「令和４年度ZEB実証事業」では、補助率2/3（上限5億円）で、採択件数9件であった。

GMIS-EB 2.0のスキーム

出所）Green Mark Incentive Scheme for Existing Buildings 2.0 (GMIS-EB 2.0), https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-incentive-

schemes/green-mark-incentive-scheme-for-existing-buildings-2.0

Qualifying Criteria Funding Factor Funding Cap

Green Mark Platinum $25/tCO2e $600,000（約6,300万円） or up to 50% of 

qualifying cost, whichever is lower

Green Mark Super Low Energy 

(SLE)

$35/tCO2e $900,000（約9,500万円） or up to 50% of 

qualifying cost, whichever is lower

Green Mark Zero Energy (ZE) $45/tCO2e $900,000（約9,500万円） or up to 50% of 

qualifying cost, whichever is lower
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その他の代表的な補助政策（1/2）

④補助金・インセンティブ

種別 概要 その他（期間等）

1 Green Buildings Innovation 

Cluster (GBIC) Programme

補助金 the Green Buildings Innovation Cluster (GBIC) は、建物内の有望な

省エネ技術の開発と導入を加速させることを目指す、研究・開発・実証

（RD&D）プログラムである。

Funding Supportの例

a. 企業と企業関連の研究機関向け

• プロジェクトの直接経費のうち承認されたものの最大70％を

ファンディング。これは、企業の属性によって変わる。（スタート

アップや非営利は高比率）

b. シンガポールに拠点を置く高等教育機関、研究機関向け

a. プロジェクトの直接経費のうち承認されたものの最大100％を

支援。ただし、シンガポールに拠点を置く高等教育機関、研究

機関向けに限る。

b. 間接費用の支援は、シンガポールに拠点を置く高等教育機関

に限る。

2014年に開始

2022年より”GBIC 2.0”に

改称

2 GMIS-EBP 補助金 中小企業（SME）が自社の建物や賃貸スペースのエネルギー効率化を行

うことを促進することを目指した、予算5千万ドルのインセンティブ制度。

既存の建物や敷地でのエネルギー効率改善を目的として発生した費用のう

ち承認されたものの中から最大50%までが補助される。

2019年4月で終了

現在は”GMIS-EB 2.0”に

更新し、継続

出所）

Green Buildings Innovation Cluster (GBIC) Programme（https://www1.bca.gov.sg/buildsg/buildsg-transformation-fund/green-buildings-innovation-cluster-gbic-programme）

GMIS-EBP（https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-incentive-schemes/green-mark-incentive-scheme-for-existing-buildings-and-premises-gmis-ebp)）

Green Mark Gross Floor Area Incentive Scheme (GM-GFA)（https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-incentive-schemes/green-mark-gross-floor-area-incentive-scheme-gm-gfa）

Grant for Energy Efficient Technologies (GREET)（ https://www.nccs.gov.sg/media/press-release/singapore-to-improve-energy-efficiency-of-the-industry-sector）
Energy Efficiency Improvement Assistance Scheme (EASe)（https://www.nccs.gov.sg/media/press-release/singapore-to-improve-energy-efficiency-of-the-industry-sector）

◼ シンガポールにおける、建築物の省エネ促進を目的とした主な補助政策は以下の通りである。（既に終了したもの含む。）
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その他の代表的な補助政策（2/2）

④補助金・インセンティブ

種別 概要 その他（期間等）

3 Green Mark Gross Floor Area 

Incentive Scheme (GM-GFA)

要件緩和 The GM-GFA Incentive Schemeは、⺠間部門がより高ランクのGreen

Mark評価（Platinum、GoldPLUS等）を取得する建物を開発することを

奨励する制度である。

Green Mark PlatinumまたはGoldPLUSratingを取得した開発案件に対

して, the Urban Redevelopment Authority（URA）は、Master Plan 

Gross Plot Ratio（GPR）制御を超えた追加の床面積を認める。

2019年4月で終了

4 Grant for Energy Efficient 

Technologies (GREET)

補助金 GREET制度は、投資費用の一部を補助金で補うことにより、エネルギー効

率の高い技術の導入を奨励し、エネルギー効率改善のための改修を支援

することを目指している制度である。

GREETの下では、適格費用の最大20%が共同資金として提供される。た

だし、プロジェクトごとに最大400万ドルに制限されている。

現在は実施していない

5 Energy Efficiency 

Improvement Assistance 

Scheme (EASe)

補助金 EASeは、製造業や建設業の企業がエネルギー消費の詳細な技術評価を

行い、エネルギー効率改善の可能性があるエリアを特定することを奨励する

制度である。

EASeの下で、NEA（National Environment Agency）はエネルギー評

価に係る費用の最大50%を共同で資金提供する。

現在は実施していない

出所）

Green Buildings Innovation Cluster (GBIC) Programme（https://www1.bca.gov.sg/buildsg/buildsg-transformation-fund/green-buildings-innovation-cluster-gbic-programme）

GMIS-EBP（https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-incentive-schemes/green-mark-incentive-scheme-for-existing-buildings-and-premises-gmis-ebp)）

Green Mark Gross Floor Area Incentive Scheme (GM-GFA)（https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-incentive-schemes/green-mark-gross-floor-area-incentive-scheme-gm-gfa）

Grant for Energy Efficient Technologies (GREET)（ https://www.nccs.gov.sg/media/press-release/singapore-to-improve-energy-efficiency-of-the-industry-sector）
Energy Efficiency Improvement Assistance Scheme (EASe)（https://www.nccs.gov.sg/media/press-release/singapore-to-improve-energy-efficiency-of-the-industry-sector）

◼ シンガポールにおける、建築物の省エネ促進を目的とした主な補助政策は以下の通りである。（既に終了したもの含む。）
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投融資制度について

◼ シンガポールでは、補助政策以外にも下記のような企業のファイナンスを支援する制度が用意されている。

◼ 特に、GSLSは、サステナ融資を促すことを目的として斬新なアプローチを取っている制度である。

④補助金・インセンティブ

Building Retrofit Energy Efficiency Financing (BREEF) Scheme

出所）

Building Retrofit Energy Efficiency Financing (BREEF) Scheme（https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-incentive-schemes/building-retrofit-energy-efficiency-financing-breef-scheme）

Green and Sustainability-Linked Loan Grant Scheme (GSLS)（https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2020/mas-launches-worlds-first-grant-scheme-to-support-green-and-sustainability-linked-loans）

Green and Sustainability-Linked Loan Grant Scheme (GSLS)

※2023年3月31日をもって終了 • GSLSは、MAS（日本の金融庁に相当）主導の政策である。

• GSLSは、企業がグリーン/サステナビリティに係るローンを取得できるよう主に資

金面で支援する制度である。具体的には、サステナビリティの認証制度を取

得するのにかかる費用や、アドバイザリー支援を受ける際に掛かった費用等を

支援する。（1件のローン当たり最大100,000シンガポールドル（約1,000万

円）まで支援）

• また、上記に加えて、GSLSは銀行がグリーン/サステナビリティに紐づいたローン

のフレームワークを開発することを支援する。具体的には、サステナビリティの認

証制度を取得するのにかかる費用や、アドバイザリー支援を受ける際に掛かっ

た費用等を支援する。（最大120,000シンガポールドル（約1,200万円）の

キャップのもと、支出額の60%を支援する。）なお、中小企業や個人事業主

向けに開発する場合は更に支援額が増加。

• BREEF制度はBCA及び複数の協力関係にある金融機関によって運営されて

いる、企業のファイナンスを支援する制度である。

• エネルギー性能契約の取り決めを通じて、既存建物のエネルギー改修の初期

費用を支払うための資金を提供する。

• BREEF制度を活用すれば、機器だけではなく、設置及び専門家へのフィーに

係るコストをカバーできる。

最大ローン額 最大400万ドル、またはコストの90%、いず

れか低い⽅

利率 各金融機関によって決定

最大ローン期間 5年

概要



39Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

出所

◼ BCA「シンガポール・グリーンビルディング・マスタープラン」, 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/policy_others/international/c40/c40_2.files/kankyo4327.pdf

◼ Green Mark 2021, https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-certification-scheme/green-mark-

2021

◼ Green Building Masterplans, https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-building-masterplans

◼ “Green Building Masterplans(4th edition)”, https://www1.bca.gov.sg/docs/default-source/docs-corp-

buildsg/sustainability/20220726 singapore-green-building-masterplan-booklet.pdf?sfvrsn=151fba03 8

◼ Mandatory Higher Green Mark Standard for GLS Sites, https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/regulatory-

requirements-for-new-buildings-existing-buildings-undergoing-major-aanda/mandatory-higher-green-mark-

standard

◼ Green Mark Certification Scheme, https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-mark-certification-scheme

◼ “Code for Environmental Sustainability of Buildings”, https://www1.bca.gov.sg/docs/default-source/docs-corp-

buildsg/sustainability/es-code reg-2008 edition-4-0.pdf

◼ “GM NDC: 2019 BCA-IMDA Green Mark for New Data Centres”, 

https://www.bca.gov.sg/GreenMark/others/GM_NDC_2019_Pilot.pdf
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オーストラリア｜NGER
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オーストラリア NGERからの学び

総括

◼NGERは、温室効果ガス排出量、エネルギー生産、エネルギー消費、およびNGER法で指定されたその他の情報に

関する企業情報を報告および普及するためのフレームワークで、EERSと呼ばれるプラットフォームを通じて管理される。

◼報告する情報量は日本の定期報告書やフランスEETと比較すると軽く、

公開される情報も、組織名、温室効果ガス排出量、正味エネルギー消費量と非常に簡素である。

横比較可能な指標や、目標値も設定されていない。

◼このことから、あくまでNGERの定期報告スキームは事業者単位の実績値のデータベースとして機能しており、

オーストラリア全体としての炭素排出量削減に向けた進捗を明らかにしているものと考えられる。

◼一⽅で、企業の排出削減透明性(CERT)レポートやセーフガードメカニズムの制度があることから、

“相当量努力をしている事業者”を支援する、あるいはインセンティブを与える制度を推奨したいという意図が汲める。
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制度概要

オーストラリア NGER

The National Greenhouse and Energy Reporting Act 2007 (NGER Act) 

－2007 年国家温室効果ガス・エネルギー報告法 (NGER 法)－

名称

• 英語：The National Greenhouse and Energy Reporting Act 

2007 (NGER Act) 

• 日本語：2007 年国家温室効果ガス・エネルギー報告法 (NGER 法)

罰則の有無

• 登録要件、報告要件、記録保持要件、または監査要件を満たさな

い場合には⺠事罰（罰金等）が課せられる

出所）https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/About-the-National-Greenhouse-and-Energy-Reporting-scheme よりNRI作成

• クリーンエネルギー規制局（CER）

管轄機関

制度開始時期

• 2007年9月：NGER法承認

法令

• National Greenhouse and Energy Reporting Act

• National Greenhouse and Energy Reporting (Safeguard 

Mechanism) Rule 

対象

• 施設閾値と企業閾値の2種類が設けられている

用途

• 温室効果ガス排出量、エネルギー生産、エネルギー消費、およびNGER
法で指定されたその他の情報に関する企業情報を報告および普及す
るためのフレームワークで、 the Emissions and Energy Reporting 
System (EERS)を通じて管理される

評価

• 個々の報告者の状況を徹底的に評価することを意図したものではなく、
評価プロセスは第三者認証の要素もない

• 目標値の設定などもない
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報告プロセス

オーストラリア NGER

NGERにおける報告フロー

◼ 対象者は、温室効果ガス排出量、エネルギー生産、エネルギー消費、およびNGER法で指定されたその他の情報に関する企業情報を
排出量およびエネルギー報告システム(EERS)を通じて提出する必要がある。

対象の特定

• 次のいずれかが満たされた場合に、NGER義務が発生する。

✓ 施設の閾値：25,000t以上の温室効果ガス（CO2-e）/ 100TJ以上のエネルギー生産 / 100TJ以上のエネルギー消費

✓ 企業の閾値：50,000t以上の温室効果ガス（CO2-e）/ 200TJ以上のエネルギー生産 / 200TJ以上のエネルギー消費

※登録管理法人だけではなく、子会社を含めて1グループとして報告する必要があることに留意

登録

• 最初にNGERの閾値を満たした報告(財務)年度の翌3月31日までに登録を申請する必要がある。

• クリーンエネルギー規制当局(代理店)によって登録が承認されると、登録された申請者の名前やその他の情報が国家温室およびエネル

ギー登録簿に入力される。

報告

• すべての対象事業者は、法人が登録抹消されるまで、毎年NGER報告書を提出する必要がある。

報告例：温室効果ガス排出量、エネルギー生産、およびエネルギー消費量

• 3報告年にわたって全ての閾値を下回る可能性がある場合は、登録抹消を検討する必要がある。

監査

• クリーンエネルギー規制局は、報告されたレポートにおいて、次のことを行う。

コンプライアンスのレベルを判断し、行動の傾向を特定する/違反の可能性を検出する/教育または執行措置が必要かどうか、およびどの

ような種類の措置が必要か特定する/運用とプログラムの有効性を評価し、改善の機会を特定する

出所）https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Reporting-cycle よりNRI作成
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登録申請に必要な項目

オーストラリア NGER

登録申請時必要事項 詳細

申請企業情報
オーストラリア企業番号（ABN）またはその他の識別情報

本社住所、本社郵送先住所

申請代表者情報
執行役員（※申請者に該当する場合）及び連絡担当者の氏名、Eメールアド

レス、連絡先電話番号、住所

支配企業（親会社）の場合：グループメン

バー情報

グループメンバー（支配企業のグループメンバーである子会社など）が存在する場

合、該当するグループメンバーの名前とABNまたは識別情報

登録義務が最初に発生した会計年度
支配企業が報告基準を満たした最初の年、または「責任ある排出者(※1)」が

セーフガード施設の運用管理を行った最初の年

登録申請に必要な項目

※１「責任ある排出者」とは、セーフガードメカニズムの対象となる大規模な施設を運用・管理する個人、団体、信託、企業単独、団体政治、または地⽅自治体を指す。

出所）https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Reporting-cycle/Register-and-deregister よりNRI作成

◼ 最初にNGERの閾値を満たした報告(財務)年度の翌3月31日までに登録を申請する必要がある。

◼ クリーンエネルギー規制当局によって登録が承認されると、登録された申請者の名前やその他の情報が国家温室およびエネルギー登

録簿に入力される。
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報告レポートの種類

オーストラリア NGER

報告レポート 対象・報告内容

エネルギーおよび排出量レポート
• 企業グループまたは施設の閾値を超える支配企業は、NGER法第19条に基づき、スコープ1お

よびスコープ2の排出量とエネルギー生産・消費データをクリーンエネルギー規制当局に報告する。

報告移管証明書の対象施設に関するエ

ネルギーおよび排出量レポート

• 会計年度の全体または一部において、施設に関連する報告移管証明書(RTC)(※１) の所

有者は、NGER法第22条G項に基づき、エネルギー・排出量報告書を提出する。RTCの保有

者は、当該施設（または複数の施設）のスコープ1とスコープ2の排出量、エネルギー生産とエ

ネルギー消費に関する情報を含む最終排出量報告書を作成しなければならない。

グループメンバーのエネルギーおよび排出量

レポート

• 支配企業の第19項報告義務を引き受けることに支配企業と合意した（そして、この合意をク

リーンエネルギー規制当局に共同で通知した）グループメンバーは、NGER法第22条X項に基

づく最終排出量報告書を作成しなければならない。この報告書には、合意した施設のスコープ

1とスコープ2の排出量、エネルギー生産とエネルギー消費に関する情報が含まれる。

報告レポートの種類

※１報告移管証明書（RTC）は、NGERの報告義務を、施設の運営管理を行う支配法人から、施設の財務管理を行う法人に移管することを可能にする。RTCは特定の施設に関するもの

であるため、ある法人が財務支配権を持つ複数の施設の報告義務を引き受けたい場合は、施設ごとにRTCを取得する必要がある。

出所）https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Reporting-cycle/Report よりNRI作成

◼ すべての支配法人は、法人が登録抹消されるまで、毎年EERSを通じてNGER報告書を提出する必要がある。

◼ 報告レポートは３種類あり、適合するものを提出する。
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◼ エネルギーおよび排出量レポートの内容は下記のとおり。

◼ なお、温室効果ガス排出量およびエネルギーデータを計算するための⽅法、基準、および測定基準を『2008年国家温室効果ガスおよ

びエネルギー報告(測定)決定』において詳細に定めている。（https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00740）

報告内容

オーストラリア NGER

報告レポートの内容

項目 詳細

温室効果ガス排出量 (スコープ 1 およびスコープ 2)
• 温室効果ガスの直接排出（スコープ1）および温室効果ガスの特定の間接排出（スコー

プ2）が含まれる

エネルギー消費量
• 施設の運営、または施設の運営以外での使用を目的とした、最終消費のためのある形態

から別の形態への、エネルギーの抽出、回収または製造を指す

エネルギー生産量
• 施設運営によるエネルギーの使用または廃棄を指し、自家使用や、採掘、生産、送電にお

ける損失も含まれる

総施設数 • ー

各施設の活動が帰属する州・地域 • ー

各施設の活動が帰属するANZSICコード
• Australian and New Zealand Standard Industrial Classification（ANZIC）は、オー

ストラリア統計局と、ニュージーランド統計局による、産業統計分類

グループメンバーの詳細

（グループメンバーごとに集計する場合）
• ー

事業単位の詳細

（事業単位で集計する場合）
• ー

出所）Guidance on aggregated facility reporting percentage estimates and incidental emissions and energy (cleanenergyregulator.gov.au)よりNRI作成
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公開情報

オーストラリア NGER

公開される情報 詳細 データ掲載リンク

登録法人からの報告情報
• 組織名、温室効果ガス排出量と正味エネルギー

消費量 https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Natio

nal%20greenhouse%20and%20energy%20reporting%2

0data/Corporate%20emissions%20and%20energy%20

data報告移管証明書保有者からの報告情報
• 組織名、温室効果ガス排出量と正味エネルギー

消費量

指定発電施設

• 主たる活動が発電である施設の報告エンティティ、

施設名、州、温室効果ガス排出量、エネルギー

生産量、主燃料源、排出原単位および系統接

続情報

https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Natio

nal%20greenhouse%20and%20energy%20reporting%2

0data/Greenpower-and-renewable-energy-certificates

年度別のNGER法に基づき登録された法人一覧 • 組織名

https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Natio

nal%20greenhouse%20and%20energy%20reporting%2

0data/Extract-of-National-Greenhouse-and-Energy-

Register-by-year

グリーンエネルギーおよび再生可能エネルギー証書に

関する自主的に提供された情報

• 組織名、グリーン電力の購入量、グリーンパワー購

入による大規模発電証明書(LGC)の譲渡、ス

コープ2のオフセットデータ

https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Natio

nal%20greenhouse%20and%20energy%20reporting%2

0data/electricity-sector-emissions-and-generation-

data

公開情報とその詳細

◼ NGER法に基づき、クリーンエネルギー規制局より毎年2月28日までに以下の情報を公開される。

◼ 報告のあった企業から、一定の閾値を超える登録法人に関するデータのみが公開される。

⚫ 支配企業の場合、企業合計のスコープ1とスコープ2の温室効果ガス排出量の合計が50キロトンの二酸化炭素換算(CO2-e)。

⚫ 転送証明書保有者の報告の場合、25,000t以上の温室効果ガス（CO2-e）/ 100TJ以上のエネルギー生産 / 100TJ以上のエネルギー消費を超

える施設がある場合にデータが公開される。

出所）https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/National%20greenhouse%20and%20energy%20reporting%20data よりNRI作成



48Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

公開イメージ

オーストラリア NGER

登録法人からの報告情報イメージ（2023年7月27日時点）

出所）

https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/National%20greenhouse%20and%20energy%20reporting%20data/Corporate%20emissions%20and%20energy%20dat

a/corporate-emissions-and-energy-data-2021-22 よりNRI作成
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インセンティブ・補助制度

◼現時点での調査ではNGERと直接結びつく補助制度やインセンティブは見つからず。

◼ただし、NGERと関連する事業者のインセンティブとなりうる制度として、セーフガードメカニズムと企業の排出削減透

明性(CERT)レポートがある。（詳細は次頁以降）

◼なお、オーストラリア政府のインセンティブ、助成金、サポートとして…

⚫ オーストラリア政府は「パワーリング・オーストラリア(Powering Australia)」計画を通じて、クリーンエネルギーやその他の低炭素技

術への投資機会を創出するプロジェクトへの資金提供を含む、排出量目標達成のための予算として過去最高の約250億豪ド

ル（≒2.3兆円）を計上。

⚫ 再生可能エネルギー発電に対する金銭的インセンティブは、クリーンエネルギー規制当局（NGERを管理）によって管理されてい

る再生可能エネルギー目標スキームの下で利用可能。

オーストラリア NGER

出所）https://www.globalaustralia.gov.au/industries/net-zero?gclid=EAIaIQobChMI3br--bPl wIVDr2WCh045QIlEAAYASAAEgIA0 D BwE よりNRI作成
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◼セーフガードメカニズムとは、オーストラリア最大の炭素排出量取引制度である。

◼本制度はNGERスキームを通じてクリーンエネルギー規制当局によって管理されている。

◼年間二酸化炭素換算トン (t CO2-e) 100,000 トンを超える直接排出がある施設に年間に排出できる炭素汚染の

量にベースラインが適用される。

◼ベースラインを超過した、または超える可能性のある施設を持つ責任ある排出者には、過剰排出状況を管理するた

めのアクションを起こす必要がある。

• 工場の対象排出量を削減する活動を推進する

• 施設の正味排出量を削減するために規定された炭素クレジット単位(ACCU)を他の企業から購入するか、排出削減基金の

下で削減するために独自のACCUを生成する

• 計算されたベースラインや生産調整後のベースラインなど、工場の排出量プロファイルによりよく一致する代替ベースラインを探

す

• 長期間にわたる排出量の管理⽅法に柔軟性を提供する複数年の監視期間を申請する

• 自然災害や犯罪行為などの例外的な状況による超過排出の場合、免除を申請する

◼過剰排出状況に対処しなかった場合、次のようなクリーンエネルギー規制当局による罰則がある。

• 侵害の通知

• 法的強制力のある取り組み：規制当局が所有者に対し、問題を解決・再発防止の強制措置を課す

• 差し止め命令または⺠事罰につながる可能性のある訴訟手続き

セーフガードメカニズム（The safeguard mechanism）

オーストラリア NGER

出所）https://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/The-safeguard-mechanism よりNRI作成
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イギリス｜SECR
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イギリス SECRからの学び

総括

◼ SECR（：Streamlined Energy and Carbon Reporting）は、

企業のエネルギーと炭素の使用に関する利害関係者の透明性を促進すると同時に、

コスト削減と排出削減を促進することを目的としたフレームワークである。

◼本海外調査で取り上げた他の制度と比較すると、国に対して年間の実績を報告し国が開示するものではなく、

国（＝Companies House：企業登記局）に対して提出はするものの

主な情報開示の場が企業のアニュアルレポートであることが最大の特徴である。

◼環境に対する取組を非財務情報として公開させることで、

企業の自主的な取組を外部の利害関係者に評価してもらうことを目的としていることが制度の根底にある。
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制度概要

イギリス SECR

Streamlined Energy and Carbon Reporting （SECR）

－合理化されたエネルギーと炭素の報告－

名称

• 英語：Streamlined Energy and Carbon Reporting （SECR）

• 日本語：合理化されたエネルギーと炭素の報告

罰則の有無

• 開示をしていない、または虚偽の内容を報告している場合には

財務報告審議会行動委員会からの勧告がある

出所）https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/850130/Env-reporting-

guidance inc SECR 31March.pdf よりNRI作成

• 財務報告審議会行動委員会（英：The Conduct Committee of 
the Financial Reporting Council）：企業報告書および決算書が、

2006年会社法第15条によって企業に課せられた関連報告要件に

準拠しているかを監視する責任を負う

執行機関

制度開始時期

• 2019年4月1日：2018年会社（取締報告書）及び

有限責任事業組合（エネルギー及び炭素報告書）規則が施行

法令

• The Companies (Directors’ Report) and Limited Liability 

Partnerships (Energy and Carbon Report) Regulations 2018

対象

• 英国全土の大企業及び有限責任事業組合

用途

• 企業のエネルギーと炭素の使用に関する利害関係者の透明性を

促進すると同時に、コスト削減と排出削減を促進することを

目的としたフレームワーク

• 企業の年次報告書などに含めて毎年開示することが特徴

評価

• 開示内容の保証はベストプラクティスとして推奨されているレベル

（義務ではない）

• 企業の自主的な取組を外部の利害関係者に評価してもらうことを

目的としているため、共通の達成すべき目標値などはない
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報告プロセス

イギリス SECR

SECRにおける報告フロー

報告範囲の特定

• 前頁に記載した対象企業に該当する場合、次の⽅法に従って企業の境界（＝報告範囲）を定める必要がある。

1. 財務管理境界：財務管理権限を有する範囲を報告する（企業が、事業活動から経済的利益を得る目的で、

その事業活動の財務および運営⽅針を指示する能力を持っている場合、企業は、その事業活動に対して財務的支配力を持っているといえる）

2. 運営管理境界：運営管理下にある範囲を報告する（自企業またはその子会社が、事業活動の運営⽅針を導入・実施する全権限を持っている

場合、自企業はその事業活動に対して運営支配力を持っているといえる）

3. 持ち分境界：その事業における持分比率に応じて、事業からのGHG排出量を算定する。

データ収集期間の

決定

• 報告期間は 12 か月とし、財務実績を他の側面と比較しやすくするため、理想的には会計年度に一致させる必要がある。

環境への影響を

判断

• 「汚染者負担原則（汚染を直接引き起こした当事者、または天然資源を使用した当事者に責任を割り当てること）」に則り、

自社が次の６つのカテゴリ（主要業績評価指標と呼ばれる）のうち、環境への影響が発生するものを特定し、

それらが関連する理由とその定義⽅法を説明する必要がある。

• 温室効果ガス / 水 / 無駄 / 材料と資源の効率性 / 生物多様性・生態系サービス / 大気、土地、水への排出

測定

• 可能であれば、一次データを利用してKPIを計算することが推奨されるが、場合によっては二次データの使用も許可される。

その場合は、透明性のあるアプローチと、品質管理が確立された体系的なプロセスをもってデータを収集し、管理することが求められる。

• 適切なデータ管理をするために、環境管理システム (EMS：Environmental Management Systems) が最も広く使用されている。

報告

• 信頼できる透明性の高いレポートを作成するために、次のことに留意して報告を行う必要がある。

1. データを収集した理由/どのように取り組んだか/使用された⽅法論と参照データ/データが企業のどの部分に関連しているかを明示する。

2. EMAS、ISO14001などの影響をどのように管理しているか、及びこれに対する責任者 (取締役会メンバーを含む) を説明する。

3. 環境に対する貴社の影響、および環境が貴社に及ぼす影響から生じるリスクと機会を特定する。

4. リスクを管理および報告するための内部プロセスを説明する。

出所）https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/850130/Env-reporting-

guidance inc SECR 31March.pdf よりNRI作成
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報告内容

イギリス SECR

報告レポートの内容

項目 詳細

エネルギー使用量
• 【上場企業】イギリス及び海外でのエネルギー消費量

• 【非上場大企業/LLP】イギリス内でのエネルギー消費量

温室効果ガス排出量

（GHG排出量）

• 【上場企業】燃料の燃焼や施設の運営を含む、会社が責任を負う活動からの

年間温室効果ガス排出量、および会社が自家用に電気、熱、蒸気、

冷房を購入することによる年間温室効果ガス排出量を報告する必要がある。

スコープ1とスコープ2の排出量は報告必須。スコープ3の報告は任意だが、

特に排出源が事業運営で重要な場合は報告が強く推奨される。

• 【非上場大企業/LLP】輸送目的の燃料消費を含むイギリスでのエネルギー使用から生じる年間温

室効果ガス排出量を報告する必要がある。

スコープ1とスコープ2の報告は必須。スコープ3の報告は任意だが、

特に排出源が事業運営で重要な場合は報告が強く推奨される。

前年度情報 • 前年度のエネルギー使用量とGHG排出量

エネルギー効率化アクション
• 会計年度中に事業のエネルギー効率を向上させる目的で実施された

主要な施策・措置の記述

排出量の原単位比
• 企業の排出量を原単位比で少なくとも一つは表示。原単位比率とは、排出量データを、売上高や

床面積などの適切な事業指標や財務指標と比較するもの。

算定方法 • 排出量とエネルギー使用量の計算に使用した⽅法を開示

出所）https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/850130/Env-reporting-

guidance inc SECR 31March.pdf よりNRI作成
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公開情報

イギリス SECR

◼ 企業年次報告書例

＜不動産業＞

⚫ SEGRO https://www.segro.com/media/wjlfx413/segro_ar2022_lowres.pdf （P.78）

⚫ The Unite Group plc https://www.unitegroup.com/wp-content/uploads/2023/04/SUSTAINABILITY-REPORT.pdf

（P.59~61）

⚫ Derwent London plc（P.69）

https://www.derwentlondon.com/uploads/downloads/Investors/Annual-Report-Accounts-2022-Double-Page.pdf

＜他業界＞

⚫ Unilever plc（P.64）

https://www.unilever.com/files/92ui5egz/production/257f12db9c95ffa2ed12d6f2e2b3ff67db49fd60.pdf

⚫ BURBERRY（P.58-67｜※エネルギー使用量と炭素排出量が会社にとって戦略的に重要である場合は、

戦略報告書（Strategic Report）に関連情報の開示を含めることができる。）

https://www.burberryplc.com/content/dam/burberryplc/corporate/documents/annual-report-2022-23/Annual-report-

2022-23.pdf

⚫ TESCO（P.103）

https://www.tescoplc.com/media/an0cp1co/tesco-annual-report-2022.pdf
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インセンティブ・補助制度

オーストラリア NGER

出所）https://www.ibm.com/blog/secr-reporting-explained/ よりNRI作成

◼インセンティブ・補助制度

⚫ 現在調査中ではあるが、SECRに紐づく補助制度やインセンティブは今のところ見つかっていない。

⚫ 目標値を定めていないこと、企業の年次報告書に付属しているため厳密な第三者認証などがないことが理由と推察している。

⚫ SECRの現在の焦点は原単位比と前年比の比較を通じて結果を報告し、ベンチマークを設定することであるが、将来的に政府

によって目標を含める動きが行われる可能性がある。
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日本｜東京都建築物環境計画書制度
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東京都建築物環境計画書制度からの学び

総括

◼ 本制度は、一定規模以上の建築物を新築・増改築する建築主に対し、環境配慮の取組を示した

建築物環境計画書の提出等を義務付け、計画書等の概要を東京都のホームページで公表する制度である。

◼ 報告は建物単位で、相当量の情報の報告が求められることから事業者の負担は大きいと推察される。

◼ 本制度はあくまで「計画書制度」のため、実績値の報告ではなく、

建物の新築・増改築時の省エネ・環境保護に関する予測値を報告させるものである。

⚫ グリーンマーク制度（シンガポール）では、建築時の報告に加えて毎年の実績値を報告させている。

⚫ EET制度（フランス）では、建物単位で実績値の報告をさせている。また、エネルギー消費状況の絶対値、相対目標・絶対目標への達成状況、

第三次エコエネルギー評価など、報告内容をもとに省エネの進捗状況を表した年間エネルギー消費証明書を報告者に対して発行している。

⚫ 東京都建築物環境計画書制度においても、フランス同様「報告↔証明書の発効」スキームがあるが、これは対消費者向けに

建築物の環境性能に関する情報を報告書から抜粋して提供し、環境に配慮した建築物を選択しやすいようにするという意図のものである。

⚫ そのため、環境性能評価書では相対的な省エネ状況や再生可能エネルギーの利用状況、環境配慮への状況が記載されていることが特徴である。

◼ 本計画書は建築時・増改築時に提出、建築物の環境性能に関する情報を提供し、環境に配慮した建築物を

選択しやすいようにする、あるいは環境に配慮した建築物が市場で評価されるしくみをつくることを目的

としているため、“省エネの推進状況が悪い事業者”を公開し辱めるといった意図はないと推察される。
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制度概要

日本 東京都建築物環境計画書制度

東京都建築物環境計画書制度

名称

• 東京都建築物環境計画書制度

罰則の有無

• 罰則に関する規定は定められていない• 東京都環境局

管轄機関

制度開始時期

• 2002年6月より施行

法令

• 都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例・規則（条例 第三

節 建築物に係る環境配慮の措置 第十八条 ～ 第二十五条、

規則 第九条 ～ 第十三条の五）

• 建築物環境配慮指針（平成14年3月28日 東京都告示第384

号 平成21年9月29日改正）

対象

• 提出義務：延べ面積2,000㎡以上の建築物の新築、増築又は改

築を行おうとする建築主

• 任意提出：延べ面積2,000㎡未満の建築物の新築、増築又は改

築を行おうとする建築主

用途

• 一定規模以上の建築物を新築（増築、改築）する建築主に環境

配慮の取組を示した建築物環境計画書の提出等を義務付け、計画
書等の概要を東京都のホームページで公表

• 建築主に環境に対する自主的な取組を求めること、環境に配慮した

質の高い建築物が評価される市場の形成を図ること等が目的

評価

• エネルギー使用の合理化・資源の適正利用・自然環境の保全・ヒート

アイランド現象の緩和の４分野に対して３段階で評価

出所）https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/doc/handbook 2020 2021.pdf よりNRI作成
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報告プロセス

日本 東京都建築物環境計画書制度

東京都建築物環境計画書における報告フロー

対象の特定

• 建築物の新築、増加築をしようとする建築主は、配慮指針に基づき下記の分類のもと配慮のための措置が求められる。延べ面積

2,000㎡以上の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主は義務

✓ 延べ面積2,000㎡未満の建築物の新築、増築又は改築を行おうとする建築主は任意

報告

• 建築物環境計画書（計画時）の作成・提出に必要な図書等は下記の通り。特定建築主は、取組状況の評価等を示した「建築物

環境計画書」（添付書類を含む。）を作成し、知事に提出することが義務である。

【様式】

ア 建築物環境計画書提出書 （規則別記第３号様式）

イ 建築物環境計画書 （規則別記第３号様式の２）

ウ 取組・評価書 （住宅用途：配慮指針別記第１号様式、住宅以外の用途：配慮指針別記第２号様式）

エ 再生可能エネルギーの利用に係る検討シート

【添付書類】

ア チェックシート

イ 配置図・基準階平面図・断面図および立面図

ウ 取組・評価書での評価内容が確認できる図書（図面、仕様書、設計概要書等）

エ 建築物エネルギー消費性能確保計画（案）

オ エ以外の取組・評価書での評価内容が確認できる許認可の届出書等の写し

カ 委任状

評価

• 環境への配慮の程度を評価するための段階評価が下される。（詳細は次頁）

• 計画する建築物の環境配慮のための措置がどの「段階」に適合するかを建築主自身が評価・確認することを基本としている。

出所）https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/doc/handbook 2020 2021.pdf よりNRI作成
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住宅用途以外の環境への配慮のための措置及び取組状況に関する報告

日本 東京都建築物環境計画書制度

１ エネルギー使用の合理化 (1) 建築物の熱負荷の低減 ア 建築物外皮の熱負荷抑制

(2) 再生可能エネルギーの利用 ア 再生可能エネルギーの直接利用

イ 再生可能エネルギーの変換利用

ウ 再生可能エネルギー電気の受入れ

(3)省エネルギーシステム ア 設備システムの高効率化

(4) 地域における省エネルギー ア エネルギーの面的利用

(5)効率的な運用の仕組み ア 最適運用のための予測、計測、表示等

2 資源の適正利用 (1) リサイクル材 ア 躯体材料におけるリサイクル材の利用

イ 躯体材料以外におけるリサイクル材の利用

(2) オゾン層の保護及び地球温暖化の抑制 ア 断熱材用発泡剤

イ 空気調和設備用冷媒

(3) 長寿命化等 ア 維持管理、更新、改修、用途の変更等の自由度の確保

イ 躯体の劣化対策

ウ 建設資材の再使用対策等

(4) 水循環 ア 雑用水利用

3 自然環境の保全 (1) 水循環 ア 雨水浸透

(2) 緑化 ア 緑の量の確保

イ 高木等による緑化

ウ 緑の質の確保

エ 植栽による良好な景観形成

オ 緑化等の維持管理に必要な設備並びに管理⽅針の設定

4 ヒートアイランド現象の緩和 (1) ヒートアイランド現象の緩和 ア 建築設備からの人工排熱対策

イ 敷地と建築物の被覆対策

ウ 風環境への配慮

エ ＥＶ及びPHV用充電設備の設置
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報告の開示

日本 東京都建築物環境計画書制度

◼建築主から提出された建築物環境計画等は、東京環境局のホームページ及び窓口で公表される。

◼地域や用途、環境性能、再エネ設備の導入状況などの条件で検索することが可能。

◼各建物にそれぞれ提出された計画書が紐づいており、誰でもアクセスすることができる。

東京都建築物環境計画書における開示結果（例として、2023年7月20日時点の世田谷区の貸事務所用途の建築物の検索結果を記載）

出所）https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/area select.html よりNRI作成
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評価方法

日本 東京都建築物環境計画書制度

◼配慮指針では、下記表の考え⽅をもとに、環境への配慮の程度を評価するための「段階」を区分ごとに設定してい

る。

◼各段階への適合状況は次の通り判断する。

⚫ 評価基準が割合（パーセント）等で設定されている又は法令において水準等が定められている評価項目
• 敷地又は建築物のすべてを対象に算出した数値をもとに適合状況を判断する。同一の評価項目に対して複数の段階へ

適合する場合（住戸ごとなど。）は最も低い数値で判断する（例えば、建築物外皮の熱負荷抑制、緑の量の確保な

ど）。

⚫ 上記以外の、環境への配慮が促進されている評価項目
• 敷地又は建築物の一部分において配慮されている場合にも適合するものとして判断する（数量は問わない。例えば、再

エネ電気の受入れ、EV及びPHV 用充電設備の設置など）。

段階 基本的な考え方

段階３ 環境への配慮のための措置として環境への負荷の低減に著しく高い効果を有するもの

段階２ 環境への配慮のための措置として環境への負荷の低減に高い効果を有するもの

段階１ 段階３及び段階２に適合しないもの

配慮指針における「段階」の設定

出所）https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/doc/handbook 2020 2021.pdf よりNRI作成
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環境性能の表示・説明

日本 東京都建築物環境計画書制度

◼建築物環境計画書制度に関連する制度として、マンション環境性能表示と環境性能評価書がある。

◼建物使用者へ環境性能を分かりやすく示し、比較検討を可能とすることで、建物の環境性能が評価される市場の

形成を図り、建築主の取組向上を誘導することができる。

◼投資家等による積極的な公表情報の活用は建築主の利益にもつながるものであり、制度や建築の知識によらず、

誰もが建物の環境性能を把握、比較、活用可能となることを目的としている。

マンション環境性能表示の概要

出所）https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/doc/handbook 2020 2021.pdf

https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/eva/outline.html よりNRI作成

環境性能評価書の概要

• 建築物環境計画書を提出したマンションの建築主は、建築

物環境計画書の評価基準に基づき評価した当該マンション

の環境性能について販売等の広告に表示し、表示した旨を

都に届け出ることが義務付けられている。

• 延べ面積10,000 ㎡超かつ住宅以外の用途（工場等の用

途を除く。）の床面積の合計が2,000 ㎡以上の特別大規

模特定建築物の建築主は、当該建築物の建築物環境計

画書の評価基準に基づく環境性能を示した「省エネルギー

性能評価書」を、売却・賃貸等の相手方に交付することが

義務付けられている。

• 制度の目的は次の３つ。

1. 新築、増築又は改築する建築物の環境性能に関する情報

を提供し、環境に配慮した建築物を選択しやすいようにする。

2. 環境に配慮した建築物が市場で評価されるしくみをつくる。

3. 建築主の自主的な環境配慮の取組を促す。
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3.2. アンケート調査票（ネットワークセンター等） 

 

  



99 

 

 



100 

 

  



101 

 

 



102 

 

 

 

  



103 

 

 



104 

 

 

 




